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第１章　急激な社会変動の中の熊本大学

　第１節　新たな大学像の模索

　１９７０（昭和４５）年２月、大学の管理運営や教育・研究のあり方等について広く問題点を
指摘し、審議するために熊本大学改革委員会を設置することが決まった。そこで同年６月
より第１期改革委員会が発足し、審議が重ねられた。
　１９８０（昭和５５）年３月２４日、改革委員会は「熊本大学改革委員会のあり方について（報告）」
で１９７０（昭和４５）年６月から１９８０年３月までの５期１０年間の活動経過をまとめた。報告で
は、改革準備会答申で指摘された主な問題点についての審議を終えたといってよい状態に
なったことから、今後は廃止も含めた委員会のあり方が問題であるとした。一方で、第５
期までに検討された大学の管理運営や教育・研究のあり方を中心とする問題以外について
も、今後検討を要すべきものがなお存在し、また必ずしも概算要求に直結しない形で本学
のあるべき姿について長期の展望を試みることは有意義であり、これらの諸問題を改革委
員会の検討に委ねることが望ましいとの意見が学長に提出された。
　そこで、大学のあり方の反省にとどまらず、新たな大学像を探るべく、１９８０（昭和５５）
年４月１日より第６期委員会が設置されることが決まった。委員会の設置にあたっては、
特段の検討事項は示されなかったものの、学長からは以下の３点について、現行の学内制
度・規則等の改革等も含めて検討してもらいたいとの要望が出された。

①学生の定員増等に伴う大学の大衆化（国際化も含めて）に関する本学での教育研究上の
問題点及び対応策

　②放送大学と大学との関係について
　③地域社会と大学との関係において、どのように社会の要請に対応すればよいか
　学長要望の中に見える「大衆化」「国際化」「放送大学」（すなわち大学知の社会への開放）

「地域社会」といった事項は、以後の大学のあり方を探る上でも重要なキーワードとなる
ものである。これらの事項は、本学においては、改革委員会において１９９０（平成２）年ま
で検討された。
　こうした要望が出されたのは、次のような時代背景からであった。
　既に１９６０年代から７０年代にかけて大学進学率が３０％を超えるマス段階を迎えており、大
学の大衆化が始まったとされてきたが、１９７０年代末にはこれに一層拍車がかかり、大学進
学率は３７％前後を推移した。政府は「大衆化の傾向には名目的に高い学歴を目指すという
好ましくない面もあるが、大勢としては複雑高度化する社会に生きる国民が、その能力を
いっそう開発する機会を求めていると見るべきであろう」という見地から出された中教審
４６年答申を受け、高等教育改革指針会議を設けて、積極的に高等教育を拡充する政策を計
画した１。しかしその後、第１次石油危機の後遺症による財政悪化や自民党文教制度調査
会が大学・短大の新増設抑制方針を正式に打ち出したことにより、この計画は頓挫するこ
とになった。
　１９７６（昭和５１）年には、昭和５０年度高等教育懇談会報告「高等教育の計画的整備について」
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が出された。報告では１９８６（昭和６１）年度を目標年次とし、１９７６年度から１９８０（昭和５５）年
度までを前期、１９８１（昭和５６）年度から１９８６年度までを後期として、まず前期においては
今後の発展の基盤整備のための質的整備充実に重点を置く方針を鮮明にした。更に、１９７９

（昭和５４）年１２月、後期計画として大学設置審議会大学設置計画分科会報告が「高等教育の
計画的整備について」をまとめ、社会状況に鑑みて、原則として量的な拡充よりも質的な
充実に重点を置くとして、前期計画の方向を維持継続する方針を明らかにした。また、後
期計画の最終年度である１９８６年度は第２次ベビーブームの波が大学に達する年であったこ
とから、「大学等の整備だけではなく、放送大学、大学通信教育、専修学校等を含む高等
教育全体の構造の整備の中で受け止めることが必要である」として、高等教育の多様化、
高等教育の構造の柔軟化・流動化のための諸施策の積極的推進を重視した２。
　その後１９８４（昭和５９）年３月には、内閣総理大臣の諮問に応じて教育改革を調査審議す
るための機関として臨時教育審議会を設置することが決まり、内部に４つの部会が置かれ
ることになった３。このうち、第４部会が「高等教育の改革」を主要審議事項とした。
１９８６（昭和６１）年の第２次答申において、大学に関する基本的改革提言が行われ、
　①大学教育の充実と個性化

　個々の大学が特色ある教育を実現できるようにするため、大学設置基準等の大綱化・
簡素化を図るとともに、関係法令の見直しを行う

　②大学院の飛躍的充実と改革
　社会の進展に伴う需要の増大に応えて、標準修業年限の検討、社会人の受け入れ、独

立研究科等形態の多様化、固有の教員組織、施設・設備の強化、学位制度の検討等を
進める

　③大学の評価と大学情報の公開
　　大学の自己検証、自己評価と活動状況の情報公開を要請する
　④ユニバーシティー・カウンシル（大学審議会）の創設

　高等教育のあり方の基本的審議等を行い文部省への勧告権を持つ恒常的期間として、
ユニバーシティー・カウンシルを創設する

といったものが出された。これらの中で、臨時教育審議会においては、大学設置基準等の
改善、大学院の飛躍的充実と改革、ユニバーシティー・カウンシルの創設の３つが特に緊
要の課題とされた。この提言を受けた文部省は直ちに大学改革協議会を設け、具体的検討
に着手した。臨時教育審議会は第４次答申までを提出しその任務を終えたが、この答申を
受けて大学審議会が設置されることになり、以後、大学改革は新たな段階を迎えることに
なった。
　１９８７（昭和６２）年、学校教育法が改正され、「大学に関する基本事項」を審議するために
大学審議会が創設された。大学審議会は、同年１０月に塩川正十郎文部大臣から「大学等に
おける教育研究の高度化、個性化及び活性化等のための具体的方策について」の諮問を受
け、その活動を本格開始した。
　熊本大学が前記第６期以後の改革委員会を開催したのは、まさにこの昭和５０年代前期計
画・後期計画の実施時期、それから臨時教育審議会や大学審議会において高等教育のあり
方が検討された時期と重なる。特に、１９８０年代は行財政改革が国家の重要課題となり、緊
縮財政政策によって予算が縮小していく中で、刻々と変わる国の高等教育拡充政策とどの



305第４編　大学の「多角化」と熊本大学

ように絡みながら、大学改革を行うのかが問題であった。
　さて、第６期熊本大学改革委員会は、学長からの要望に応えるべく、１９８０（昭和５５）年
４月より１９８２（昭和５７）年３月３１日まで２０回余りの会合を開き、１９８２年４月２日付で「大
学の大衆化と教育研究上の現状とその問題点（報告）」と題する報告を松山公一学長あてに
提出した。委員会の提言内容については、以下の各節の関連事項において取り上げるた
め、ここではまず、熊本大学のスタンスについて概観したい。この第６期改革委員会報告
では「大学の大衆化」を「大学進学率の上昇に伴う高等教育における機会の拡大化」とい
う意味で解釈するとした。加えて、大学の大衆化あるいは大衆化された大学とは、高度経
済成長に伴う大学卒業者に対する急激な社会的需要増の結果でもあり、また、近年の生涯
教育への関心の高まりを受けて、広く一般人に「開かれた大学」であることが問われるよ
うになっていると指摘した。その上で、改革委員会としては「『大衆化』に対する認識、
その評価、意義、原因等あるいは我が国におけるその特色等については、深く追求するこ
とはせず、拡大された大学進学者、多様化された学生を抱えて教育研究の責任を担ってい
る本学が目下直面している教育研究上の諸問題や地域社会との関連で考慮されなければな
らない諸問題をここに提示し、今後の本学での教育研究及び運営に資すべき基礎資料とし
て活用されること」を目指し、提言を行うこととした４。
　第６期改革委員会が審議した事項は３点あったが、それらはすべて１９８２（昭和５７）年４
月２日に「大学の大衆化と教育研究上の現状とその問題点」としてまとめられ、学長に報
告された。報告書によると、大衆化された大学の学生像は極めて多様化しており、１９７８

（昭和５３）年度に熊本大学教育委員会が１年次生に入学動機を調査したところ、その第１位
は「良い友人を作る」であり、２位が「教養を深めて人間的に豊かに成長する」、３位が「就
職に必要な知識や技術を身につける」、４位が「大学生活をエンジョイする」、５位が「ク
ラブ、サークル活動などに積極的に参加する」であった。大学入学者が量的拡大し、こう
した異なる目的意識を持った学生が学生生活を送る中においては、さまざまな問題が噴出
していた。報告書では、本学の大衆化によってもたらされた現状とその問題点を、次のよ
うに分類した。

１　教育上の諸問題
（１）補導上の問題
　（イ）精神衛生上の問題
　（ロ）留年

（２）カリキュラム編成上の諸問題
（３）その他教育上の問題点
　（イ）教養課程受講者の全学的増加
　（ロ）くさび型教育
２　熊本大学における研究活動について
３　国際化をめぐる諸問題

（１）学生の国際交流
　（イ）外国人留学生の受入について
　（ロ）留学生の派遣

（２）研究者レベルでの国際交流
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４　地域社会と熊本大学
５　その他

　以上のように、学長の諮問に沿う形で、①教育、②研究、③国際化、④地域社会との関
係の４つに分けて報告書が出された。ただし、報告書の表題のとおり、これらはいずれも
現状を確認し問題点を挙げたのみであり、実際の解決法は、以後の改革委員会や教育委員
会等各種委員会での審議にゆだねられた。
　この第６期改革委員会以後、委員会は第１０期（１９９０年３月３１日）まで続くが、いずれの委
員会でも、それまで検討してきたような大学紛争時の問題と密接に絡む問題の検討からは
発展し、新時代の大学のあり方が検討されるようになった。参考までに、第１期から第１０
期までの審議状況を示すと表１のとおりである。
　表１からは、第４期委員会（１９７６年度～）以降は学長から明確な諮問事項が示されていな
かったことが窺える。そのため、大学を取り巻く環境の変化に応じ、特に改革準備会時に
問題となった点の審議を一応終えた第６期委員会以後は、委員会で審議される内容が変化
している点が窺える。そして第１０期委員会においては、上記の事情や改革委員会の使命が
既に終わっていること、また、これまで委員会が検討してきた事項は本来は評議会で検討
すべき事項であったことから、改革委員会を廃止する方向性が定められ、１９８９（平成元）
年度末をもって廃止された。委員会廃止にあたっては、新たな観点に立った委員会の設置
が要望されたが、直ちに設置されることにはならなかった。そして１９９１（平成３）年、前
述の大学審議会により大学設置基準の大綱化の答申が行われたことにより、熊本大学評議
会は「熊本大学教育研究体制検討委員会」の設置を決定した。以後は、改革委員会が検討
したような事項はこの委員会に引き継がれていくこととなる。同委員会設置以降の熊本大
学の動きについては、第５編を参照されたい。

　第２節　新理念に基づく教育研究組織の改組

１　学生気質の変化
（１）共通一次試験の導入
　国立大学入学者は、各大学が作成した筆記を中心とする独自の学力試験によって選抜さ
れていたが、次第にこの学力試験に高等学校教育の枠を超えた難問・奇問が出題されるよ
うになっていった５。１９６９（昭和４４）年には、全国高校長協会が大学入試問題の難問・奇問
はナンセンスであるという見解を示し、入学者選抜の是正を求めたほど受験者側にとって
問題となっていた６。また、従来の試験では一期校・二期校の区分があったが、この区分
についても、二期校が一期校のすべり止めの様相を呈する部分が見受けられるなど、試験
形態に対する批判もあった。
　合理的・客観的方法で大学教育を受けるにふさわしい能力・適性を有する者を選抜する
ことについては、戦後まもない頃より「進学適性検査」「能研テスト」等が実施されてき
たが、これらは十分な活用が見られないなどの事情により廃止されている状態であった。
そこで、適切で公平な試験実施を目指し、国立大学協会による長年の調査研究や文部省の
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大学入学者選抜方法改善会議の報告に基づき、１９７９（昭和５４）年度の入学者選抜（１９８０年度
入学者対象）より、国公立大学において共通第一次学力試験（以下「共通一次」）を取り入れ
た新しい選抜方法が実施されることになった。
　共通一次とは、国公立大学の入学志願者に対し、各大学が実施する試験に先立ち、全国
同一期日に同一問題で行われる試験である。共通一次では、高等学校の段階における一般
的かつ基礎的な学習の達成程度を問う良質な問題を出題することとされた。共通一次の問
題の作成・答案の採点にあたっては、これらを一括して処理すること等を目的として大学
入試センターが設置された。この共通一次の結果に、各大学が作成した独自の問題による
二次試験を組み合わせ、総合的に入学者の選抜を行うこととなった。二次試験の開始にあ
たっては、小論文・面接・実技など各大学が工夫を凝らした内容を取り入れることが可能
になった。これは、共通一次で高校での学習到達度を見て、二次試験で大学や専攻への適
性を判断するためであり、ペーパーテストで良い成績を収める者が必ずしもその大学・専
攻への適性があるとは限らないことから、大学・専攻独自の特色ある試験を行うことを目
的として導入されたものである。このほかにも、共通一次の結果を基にいわゆる「足切り」
を行ったり、二次試験の科目数を減らしたり、一次試験との配点比率を調整したりと、各
大学が学生に求める学力特性を計るための工夫がなされた。
　本学においても、１９７９（昭和５４）年度入試より共通一次と二次試験を組み合わせた入学
者選抜が実施され、文学部では小論文のみの試験、工学部では共通一次の結果を基にした
推薦試験などが取り入れられるようになった。
　共通一次導入によって、国公立大学入試は、試験の公平さ及び問題内容の適切さについ
ては割合良い評価は得られたものの、共通一次の成績による大学の序列化が進み、また、
進路指導においては共通一次の結果による「輪切り」が顕在化し、ここに受験産業の介入
が進んだ点で大学側は批判を浴びることとなった。更に、一律に課された共通一次の５教
科と、各大学によって内容が異なる二次試験に対応するため、受験生にはかえって過重な
負担となった点も批判の要因であった。そこで各大学で入試内容の工夫がなされることに
なり、本学では、１９８５（昭和６０）年度入試より科目・配点を大幅に変更して二次試験を重
視する方策をとることとし、１９８７（昭和６２）年度より二次試験を免除する推薦入試を実施
した。また、理学部地学科では、１９８６（昭和６１）年度より定員留保二次募集試験を導入した。
　同時に、一期校・二期校制の廃止を受け、受験機会の複数化が強く要請されるように
なったため、各大学・学部は１９８７（昭和６２）年度入学者選抜から、Ａ日程グループとＢ日
程グループとに分かれて試験を実施する「連続方式」を導入し、受験生が「一発勝負」に
ならないよう配慮することとなった。
　一方、共通一次の成績等による第１次選抜、各大学が実施する第２次選抜を行ういわゆ
る２段階選抜方式を行った大学に対して、第１次段階でのいわゆる「足切り」により二次
試験を受ける前に不合格となる受験生が続出したことも、批判の的となった。そこで１９８９

（平成元）年度入試からは、上記「連続方式」に加え、受験生の選択の機会拡大や多様な選
抜方法の導入を更に促進する観点から、各大学が定員を前期・後期に振り分け、前期日程
試験・合格発表・入学手続きを実施した後に、改めて後期日程の試験・合格発表・入学手
続きを実施するという「分離・分割方式」を併用していくこととなった。
　こうした方針を受け、本学では１９８７（昭和６２）年度より連続方式Ｂ日程での試験を開始
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した。なお、九州地区の国立大学入試問題連絡会での合意及び学内論議の結果、本学は共
通一次に分離・分割方式を採用せず、１９８７年度から共通一次が廃止される１９８９（平成元）
年度まで、一般入試はＢ日程一本のみで実施した。

（２）学生の実態調査の実施
　大学紛争の後、新聞等のメディアでは、学生気質が「無気力」「無関心」「無責任」といっ
たものへ変化していったことが報じられ、学生たちは「しらけ世代」「新人類」などと呼
ばれ始めた。
　本学も例外ではなく、学生気質の変化が指摘されるようになっていた。例えば、１９８０

（昭和５５）年１０月７日公示の学長選挙について、新聞紙上では「学長選？よく知らない」「学
生の多くは無関心」「学長との対話集会を求めてハンストまでした大学紛争当時からみる
と、学生たちの無関心ぶりは時代の移り変わりを感じさせた」７と、学生たちが全く大学
当局の動きに関心を寄せていないことを報じている。
　こうした傾向は、共通一次が導入された頃より顕著になっていった。１９８０（昭和５５）年
に文部省が初めて高校進路指導実態調査を実施したところ、大学進学者のうちの６割が

「大学に入りさえすれば」という安易な進路選択により大学・専攻分野などの志望を変え
た「不本意入学者」であることが明らかになった８。「入りたい大学より入れる大学へ」と
いう傾向は年々顕著になっていった。１９８２（昭和５７）年の国立大学入試連絡協議会では、
共通一次世代の学生たちが共通一次によって「点取りマシーン」になり、大学入学を果た
している現状から、「一見幸せ風で、悩みを知らない」「共通一次の試験システムは青年期
につきものの悩みを経験しない人間を作り出している」「悩みないが覇気もない」との問
題点を指摘した。また、同会では「大学は、このような新しいタイプの学生をどう指導し
ていくのかの対応が迫られている」との指摘もなされた９。
　以上のように、大学生の厚生補導が教育上の大きな問題となっており、社会からも関心
が寄せられていた。当時の本学では、厚生補導は全体としては学生部（中でも学生集会所・
研修所等の利用、全学的な集会、掲示、学生会館・体育施設の利用に関することを担当した学生
課及びアルバイトや下宿の斡旋、健康相談を行っていた厚生課）が担当していたが、そのほか
にも各学部教務係・厚生係又は学務係、教養部教務係・学生係若しくは保健管理センター
がそれぞれの役割を担っており、業務が全体的に分散している状態であった。
　前述の第６期改革委員会では、こうした学生の大学観を参考にしながら、その当時、毎
年本学の学生から自殺者が出ていること、留年者が年々増加していることに問題点を絞
り、意見が交わされた。
　大学生の心理的側面のサポートについては、本学では既に１９５８（昭和３３）年に心理学・
社会学・教育学・学生部の連携によりカウンセリング研究会が立ち上げられ、学生の不安
や悩みについてその実態や原因を探求する試みがなされていた。研究会は１９５８年度に全学
部２年次生を対象として実態調査を行い、その開設が切望されていることから、１９６０（昭
和３５）年９月に学生相談室を開室した。相談室は法文学部第二応接室に置かれ、同年１０月
には「熊本大学学生相談室内規」及び「熊本大学学生相談室運営要領」が定められた。相
談室では、社会学・心理学・教育学・精神医学・学生部からそれぞれ１～２名の教職員が
相談員（カウンセラー）として委嘱され、実務にあたった10。しかしその後、１９８１（昭和５６）
年の時点では、学生相談に対する取り組み方の変化や利用する学生が少ないこと等の理由
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により、自然消滅的にカウンセラーの委嘱が行われなくなっている状態であった。同じ
頃、保健管理センターにおいても、心身上の諸問題について学校医が相談に応じ、必要な
場合には専門医や専門機関を紹介する取り組みを行っており、そのほか各学部（研究室・
教室）でも相談が行われていたが、学生の利用度は余り高くない状態であったため、改革
委員会では、学生がもっと悩みを相談しやすいような環境をつくる必要があるのではない
かと指摘されていた。
　カリキュラム編成上の問題点としては、１９７０（昭和４５）～１９７３（昭和４８）年の「新しい大
学設置基準」に基づき導入された「総合科目」「少人数クラス」など大衆型弾力的カリキュ
ラムへと移行している状態であった。しかし、第６期改革委員会報告書中「（ロ）留年」に
おいては、いずれの学部にもかなりの数の留年者が存在すること、こうした留年者がクラ
ス編成上の弊害や講義・教室（研究室）運営上の弊害をもたらしていたことが指摘された。
そのほかにも、教職課程受講者が全学的に増加しており、そのため教育実習を行うことが
困難になっていること、くさび型教育によって一般教育課程科目が３年次まで食い込んで
しまい、４年時の教育実習、司法試験等の国家試験やこれに類する受験者に不利益がある
ことも指摘された。
　第６期委員会が上記のような実態を指摘する以前にも、大学当局では、年々傾向が変化
する学生の実態を把握することで現状改善に努めるべきだとして、熊本大学教育委員会に
おいても学生の実態調査が行われていた。
　１９７７（昭和５２）年１２月、熊本大学教育委員会により「１年次の学生に対する調査」が実施
された。これは、「研究、教育のための諸条件を改善し、真に充実した学生生活を過ごす
にふさわしい環境や制度を整備するための基礎資料を得ること」を目的として行われたも
のである。調査では、「本学に入学するまでのこと」「本学入学を果して、いま考えている
こと」「今後の問題」「健康に関すること」の４カテゴリー１９項目について、主に選択形式
で回答を求めた。調査は１９７７年から１９８０（昭和５５）年までの４年間行われ、第１回では
８０．１％、第２回では８３．８％、第３回では８５．３％、第４回でも８５．３％の回答が得られた。
　回答の内容を見ると、ちょうど１９７９（昭和５４）年度入学者より共通一次試験が導入され
たこともあり、第１回・第２回と第３回・第４回とでは学生が大学を選択する際の意識が
変化する過程が浮き彫りになり、また、学生が大学に求めるものがどのようなものかが明
らかになった11。最も変化が見られたのは、本学の志望順位及び学部・学科・課程を選ん
だことについての満足度、再受験についてという項目であった。本学の志望順位は、共通
一次以前は６２～６４％であったものが、共通一次以後は５３～５９％に低下している一方、学
部・学科・課程を選んだことについての満足度は、共通一次以前は２０％台前半であったも
のが、共通一次以後は３０％台前半にまで上昇し、「不満足」「どちらかといえば不満足」の
項目も減少した。ただし、再受験についての項目は、共通一次以前は５％が「考えてい
る」、１２％が「わからない」であったのに対し、共通一次以後は、「考えている」１１％、「わ
からない」１４～１６％となっている。以上のことから、学部等の選択についての不満は少な
いが、必ずしも志望どおりの大学に入学したわけではないため、これで良いのかと悩む学
生の姿が窺える。
　また、第３回・第４回の調査では自由記述が設けられ、学生は大学側にも問題点が見受
けられる箇所を指摘した。例えば、大学が「学問の場としての雰囲気に欠ける」「講義が
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学　部 文学部 教育学部 法学部 理学部
入学
年度

卒業
年度

入学時
の数

正規の
卒業者数

留年
者数

退学
者数

入学時
の数

正規の
卒業者数

留年
者数

退学
者数

入学時
の数

正規の
卒業者数

留年
者数

退学
者数

入学時
の数

正規の
卒業者数

留年
者数

退学
者数

1975 1978 101人 
100％

74 
73.3

26 
25.7

1 
1.0

346 
100

316 
91.3

26 
7.5

4 
1.2

176 
100

131 
74.4

44 
25.0

1 
0.6

100 
100

64 
64.0

24 
24.0

12 
12.0

1976 1979 105人 
100％

73 
69.5

26 
24.8

6 
5.7

328 
100

295 
89.9

25 
7.6

8 
2.4

174 
100

133 
76.4

39 
22.4

2 
1.1

108 
100

76 
70.4

26 
24.1

6 
5.5

1977 1980 100人 
100％

71 
71.0

27 
27.0

2 
2.0

363 
100

328 
90.4

28 
7.7

7 
1.9

170 
100

126 
74.1

43 
25.3

1 
0.6

103 
100

82 
79.6

16 
15.5

5 
4.9

1978 1981 104人 
100％

80 
76.9

22 
21.2

2 
1.9

377 
100

348 
92.3

23 
6.1

6 
1.6

165 
100

122 
73.9

41 
24.8

2 
1.2

116 
100

79 
68.1

30 
25.9

7 
6.0

1979 1982 163人 
100％

121 
74.2

35 
21.5

7 
4.3

387 
100

358 
92.5

24 
6.2

5 
1.3

248 
100

187 
75.4

57 
23.0

4 
1.6

114 
100

82 
71.9

27 
23.7

5 
4.4

計 573人 
100％

419 
73.1

136 
23.7

18 
3.1

1,801 
100

1,645 
91.3

126 
7.0

30 
1.7

933 
100

699 
74.9

224 
24.0

10 
1.1

541 
100

383 
70.8

123 
22.7

35 
6.5

表２　各学部留年者数調

学　部 医学部 薬学部 工学部 計
入学
年度

卒業
年度

入学時
の数

正規の
卒業者数

留年
者数

退学
者数

入学時
の数

正規の
卒業者数

留年
者数

退学
者数

入学時
の数

正規の
卒業者数

留年
者数

退学
者数

入学時
の数

正規の
卒業者数

留年
者数

退学
者数

1975 1978 123 
100

92 
74.8

27 
21.9

4 
3.3

94 
100

93 
98.9

0 
0

1 
1.1

471 
（5+0） 

100

302 
64.1

158 
33.5

11 
2.3

1,411 
100

1,072 
76.0

305 
21.6

34 
2.4

1976 1979 126 
100

96 
76.2

27 
21.4

3 
2.4

89 
100

81 
91.0

7 
7.9

1 
1.1

458 
（4+1） 

100

308 
67.2

131 
28.6

19 
4.1

1,388 
100

1,062 
76.5

281 
20.2

45 
3.2

1977 1980 120 
100

105 
87.5

15 
12.5

0 
0

92 
100

89 
96.7

2 
2.2

1 
1.1

466 
（2+0） 

100

293 
62.9

157 
33.7

16 
3.4

1,414 
100

1,094 
77.4

288 
20.4

32 
2.3

1978 1981 122 
100

103 
84.5

17 
13.9

2 
1.6

91 
100

89 
97.8

1 
1.1

1 
1.1

432 
（3+1） 

100

292 
67.6

119 
27.5

21 
4.9

1,407 
100

1,113 
79.1

253 
18.0

41 
2.9

1979 1982 125 
100

107 
85.6

16 
12.8

2 
1.6

91 
100

84 
92.3

5 
5.5

2 
2.2

533 
（6+0） 

100

288 
54.0

207 
38.8

38 
7.1

1,661 
100

1,227 
73.9

371 
22.3

63 
3.8

計 616 
100

503 
81.7

102 
16.5

11 
1.8

457 
100

436 
95.4

15 
3.3

6 
1.3

2,360
（20+2）

100

1,483 
62.8

772 
32.7

105 
44

7,281 
100

5,568 
76.5

1,498 
20.6

215 
3.0

１　「入学時の数」は、例えば卒業年度1978であれば、入学年度1975（医は1973）の入学生数（合格者数ではない）である。
　　（転部者は含まず）
２　「正規の卒業者数」は、最低修業年限４年（医は６年）で卒業した者の数である。（７月卒業者を含む）
３　「留年者数」は、最低修業年限内での教養部、各学年の１留以上の留年、休学を含む数である。
４　「退学者数」は、最低修業年限内での退学者である。（除籍者を含む）
５　文学部、法学部については、1981年度まではそれぞれ法文学部文科、法科の数である。
６　各年度下段にそれぞれを％で示す。
７　工学部の欄中、入学時の数の（Ａ+Ｂ）は高専編入学の数でAは２年編入、Bは３年編入であり、いずれも内数である。

入学年度 入学時の数 留年回数 計（％） 初留以後の
退学者初留 ２留 ３留 ４留

1975 937 30 4 3 0 37（3.9） 2
1976 929 31 6 4 0 41（4.4） 4
1977 953 37 6 0 0 43（4.5） 6
1978 953 36 3 0 0 39（4.1） 6
1979 1,094 45 8 3 3 59（5.4） 5
1980 1,133 66 10 6 ― 82（7.2） 2
1981 1,127 70 21 ― ― 91（8.1） 1
1982 1,139 97 ― ― ― 97（8.5） ―

１　工学部学生に対しては、教養部における進級基準がないので除外した。
２　特定年度における留年者を求めるには、例えば表より、1983年度では、1982年度入学者の初留、1981年度入学

者の２留、1980年度入学者の３留、1979年度入学者の４留を加えて得られる。

表３　教養部における留年者の推移

58. 11. １調査
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つまらない」「講義の声が小さくて聞き取りにくい」「講義の選択の幅が狭い」「学校側と
学生との関係がトゲトゲしている」「クラスで交わる機会が少ない」といったものである。
また、学生自身が「学生が無気力、活気がない」と捉えている向きがあることも明らかに
なった。更に、「生協との紛争を早く解決せよ」との意見もあり、大学紛争に端を発する
生協問題は、もはや新入生にとっては自己とは関係のないものとして捉えられていること
も窺える。そのほか「バイクが多すぎてうるさい」「自動車、自転車などの乗り入れが多
すぎて歩行が危険」「雑草が繁り、紙くずなどが散乱していて汚い」「水飲み場が欲しい」「電
話ボックスの設置を」「ロッカーの設置を」など、大学の環境整備に関する意見も多くあっ
たようである。
　その後、ほぼ同様の目的をもって熊本大学教育委員会により、１９８０（昭和５５）年度から
１９８３（昭和５８）年度の４回にわたる「４年次の学生に対する調査」が実施された。この時期
から調査が開始されたのは、「１年次の学生に対する調査」の対象学年である１９７７（昭和
５２）年度から１９８０年度入学生が４年次に進学する年度であったためである12。調査では「学
業に関すること」「大学生活に関すること」「健康に関すること」の３カテゴリー１５項目に
ついての設問がなされた。
　４年次を対象とした調査は、１年次を対象とした調査よりも質問の内容が多岐にわたっ
ており、複雑であるが、４年次のみに見られる特徴として挙げられるのが、留年について
の調査であった。１９８４（昭和５９）年に熊本大学教育委員会がまとめたところによると、本
学の留年者及び退学者は、表２～４のように推移していた13。
　表２を見ると、既に共通一次開始以前に留年者数は全体の２０％を超えており、毎年２～
３％ほどの退学者を出していたことがわかる。更に、１年次生は、教養部で一定の教養科
目の単位を取得しなければ２年次に進級できないことになっていたが、表３を見ると教養
部の留年者数が年を追うごとに増加しており、中には３留、４留の者もいることがわか
る。また、医学部進学課程では教養２年次から専門課程進級時にも進級基準があったが、
これについても留年者が増加傾向にあることがわかる。表３と４を総合すると、１９７９（昭
和５４）年度に共通一次試験を導入して以後は、特に留年者が顕著に増加している傾向が見
てとれる。
　一方、４年次生の調査の結果、学生の半分近く（４６．５%）が勉学努力が不足であったと
回答した。努力したと認識している者（１５．１%）の約３倍で、講義について満足している者
が２６．０%、どちらともいえない者が３４．１%、不満足な者が３９．６%と、学生自身は勉強への

努力が足りず、講義に面白みがないと考えて
いることが明らかになった。
　以上のように、１９７０年代末からは「学生気
質」の変化が見られ、こうした中で、学生の
実情や問題点を把握するための全学的な実態
調査が始まった。こうした調査結果を共有す
るために、全学広報誌である『熊大だより』
に掲載したり、冊子を作成して配布するなど
の取り組みが進められた。ただし、こうして
行われた調査も内容が膨大であることから、

入学年度 初留 ２留 計
（延留年生数）

1975 9 0 9
1976 3 0 3
1977 6 0 6
1978 12 0 12
1979 22 2 24
1980 22 7 29
1981 18 ― 18

表４　医学部進学課程２年次における
　　　留年者の推移
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単体としては成立しているが、相互の調査の関連性についての研究・報告がなされていな
いことが問題点であった。また、これらの調査は特定の年代のみを対象としており、単発
で継続性がなかった。そこで、総合的・定期的・継続的な実情調査を行うべく、１９９３（平
成５）年度に学生部委員会第一部会に学生生活実態調査に関する委員会が設けられ、１９９４

（平成６）年度より「学生生活実態調査」を開始して定期的な報告書の刊行が始められた。

２　教育研究組織の改組
（１）学部の改組
　１９７６（昭和５１）年度から、いわゆる昭和５０年代前期高等教育計画が実施に移され、量的
拡充から質的充実へという計画の基本方針を踏まえつつ、文理学部や法文学部の改組を中
心とした学部等の改組・整備が積極的に推進された14。１９８１（昭和５６）年度から始まった後
期計画においても、各大学は引き続き量的な拡大よりも質的な充実に努めることとなっ
た。また、１９８２（昭和５７）年の臨時行政調査会の第３次答申において、国立大学の新設や
学部・学科の新増設、定員増は全体として抑制し、学部・学科の転換、再編成を進めるこ
ととされた。これを受け、全国的には工学系を中心に学科の改組が推進されたほか、全体
として、この期間の学部の規模の拡大は、抑制基調で推移した。
　後期高等教育計画が終了した１９８６（昭和６１）年度からは、１９９２（平成４）年度までのいわゆ
る「新高等教育計画」を踏まえ、国立大学・学部について、１８歳人口の急増や社会的需要に
対応するための拡充が図られた。この期間は、学部等の開設・新設も行われたが、その拡充
は、増設よりも入学定員の増加に重点が置かれた。学部の改組については、新たな学問分野
の展開等を考慮しつつ工学系学部において積極的に行われ、後に人文・社会科学系学部にお
いても、急速な社会の変化に対応し得る幅広い視野を持つ人材の養成が推進された。
　本学においては、１９７９（昭和５４）年４月に法文学部を分離改組して文学部及び法学部が
設置された。また同年、医療技術短期大学部が設置された。これより後の本学の改組は学
科・講座を中心としたものになる。表５に示すのは、１９７９年の法文学部設置から大学設置
基準が大綱化される１９９１（平成３）年までの学部の学科・講座の改組状況である。
　表５を見ると、当該年代においては毎年学部の組織が改組されていることがわかる。こ
のうち、最もその動きが顕著なのが工学部であり、学科については４度、講座については
２０の講座が改組・新設されており、時期も、新高等教育計画が展開された期間にほぼ重
なっていることがわかる。当時、時代の動向を反映して情報科学・情報処理や国際文化・
国際教養等今後の人材養成の需要が高いとされた分野が重点的に整備されたが、本学工学
部においても、「情報」に関する学科・講座の改組・新設が目立った。また、科学技術の
進化・複合化に合わせて、既に設置されていた分野同士の融合を目指す改組が進められ
た。他の学部でも、時代の要請に合わせた学科改組が行われており、その一部は「大講座
制」への移行と連動したものであった。大講座とは、従来の講座、研究部門（教授１名・助
教授１名・助手２名）を２つ以上統合して設置するものであり、全国的には、１９７４（昭和４９）
年度に初めて導入されている。これ以後、各大学で大講座の設置が進み、１９９１（平成３）
年度時点では、８１大学１６４学部が大講座を設置していた15。本学では、１９７９（昭和５４）年に
法学部法律学科が法文学部の分離を機に大講座制へ移行したことを皮切りとして、１９８５

（昭和６０）年に薬学部が薬剤学科・製薬学科を改組して薬科学科を設置するとともに大講座
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年度 学部 新設学科 新設講座 備　考

1979

文
哲学 
史学 
文学 
地域科学

法文分離に伴う

法 法律学 大講座制移行 
法文分離に伴う

工 情報工学科 無機工業化学 
情報処理機器

1980
文

文化史学 
独語学 
民俗学

理 統計数学
工 情報処理工学

1981 文 芸術学 
人文地理学

工 計算機工学

1982 文 比較文学 
地域社会学

工 情報素子工学
1984 医 代謝内科 

小児発達学 体質医学研究所より編入

1985

薬 薬科学科 大講座制移行 
薬剤学科、製薬学科を改組

工
製錬工学 
金属物性工学 
金属材料工学 
金属加工学

1986

教

社会科教育 
数学教育 
理科教育 
家政教育 
障害児教育 
学校教育

大学院設置に伴う

医 歯科口腔外科学

工
電気情報工学科

電気エネルギー 
計測制御 
回路システム・デバイス 
通信システム 
情報システム

電気工学科、電子工学科及び情報
工学科を改組

応用化学科 大講座制移行 
工業化学科、合成化学科を改組

1987

医 臨床検査医学

工
機械工学科

大講座制移行 
機械工学科、生産機械工学科を改
組

材料開発工学科
資源工学 
材料工学 
開発応用工学

大講座制移行 
資源開発工学科、金属工学科を改
組

1988

医 感染防御学

工
建築学科

建築工学 
建築システム工学 
建築学

大講座制移行 
建築学科、環境建設工学科（建築
コース）を改組

土木環境工学科 土木工学科及び環境建設工学科
（土木コース）を改組

共通講座 ４講座→２講座
1990 理 生物科学科 生物学科を改組

1991 理 分子生物学
薬 病態薬効解析学（寄附講座）

表５　学部の学科・講座の改組状況（1979年～1991年）
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を設置したほか、１９８６（昭和６１）年度からは工学部の各学科が順次大講座制へ移行した。
　また、１９７０年代には、新構想大学として筑波大学や技術科学大学等の設置が進んだが、
同時に医学・歯学教育等の展開、公立大学の充実、私立大学の新増設と教育内容への新た
な試みも進められた。このうち医学・歯学教育等の展開においては、医療需要の増大や医
師の地域的偏在による医師不足問題に対応するため、１９８５（昭和６０）年までに人口１０万人
あたり医師数を１５０人程度確保することが提唱され、既設学部の入学定員増や医学部の新
設が行われた。また、無医大県解消の提言も行われ、地方国立医科大学が新設された。こ
うした結果、１９８１（昭和５６）年度には人口１０万人あたりの医師数の目標は達成された。し
かし、１９８４（昭和５９）年より厚生省では医師・歯科医師需給についての再検討が開始され、
同時期、文部省でも、今後の医学教育・歯学教育のあり方について改善すべき多くの課題
が生じていることから、医学・歯学教育改善に関する調査研究協力者会議を発足させ、こ
の審議の中で学生数のあり方についても検討していくこととなった。検討開始の段階で、
翌年度から一部の国立大学医学部・国立医科大学（１２０名の定員を持つ）の入学定員の削減
を実施することが明かされた。ただし、定員問題が経営に影響する私立大学からの強い反
発が予想されることから、この施策は国立大学に対象が絞られた16。
　本学においては、医師不足解消のために１９７３（昭和４８）年度より定員が１２０名に増やされ
ていたが、上記方針により、１９８８（昭和６３）年度から２０名減らされて定員は１００名となっ
た。また、１９８５（昭和６０）年度より一部の国立大学の定員削減が始まったことを受け、本
学医学部の志願者数が増加した。１９８８年度の定員削減実施後も志願者は増加の傾向にあ
り、国立大学の医学部は全国的により狭き門となった。
　医学・歯学教育の改善も進められた。既に共通一次試験の導入以後、各大学が趣向を凝
らした二次試験を実施していたが、学力偏重を改め、医師にふさわしい資質や人間性も積
極的に選考要素とすべく、佐賀医科大学では１９７９（昭和５４）年度より二次試験での学科試
験をやめ、面接と小論文のみの選抜に踏み切っていた17。各大学で医学部の入試及び今後
の教育体制についての検討が進められた結果、本学においては、１９９０（平成２）年の大学
入試センター試験開始と同時に医学部における推薦入試を開始し、約１０名をセンター試験
の結果と面接によって選抜することとなった。

（２）大学院の新設・整備
　①大学院を取り巻く状況

　高度経済成長や急激な社会の変化、高等教育の拡充及び学術研究の進展に伴い、優れ
た教育・研究者の育成と高度の専門性を備えた職業人の養成を行う大学院の整備拡充と
多様な発展に対する要請が高まった18。１９７１（昭和４６）年、中央教育審議会から高等教育
改革の一環として、大学とは別種の高等教育機関である「大学院」「研究院」を設ける
ことなど、大学院及び学位制度のあり方についての提案があったが、現行制度とその運
用の関係も考慮し、引き続き大学設置審議会において検討が進められることとなった。
１９７４（昭和４９）年３月末、大学院制度の弾力化と独自性の強化を図ることとして、「大学
院および学位制度の改善について」の答申が出された。そしてこの中での具体的指摘の
大半は、「大学院設置基準」の制定、「学位規則」の改定、「学校教育法」の一部改正（学
部がない大学院のみの大学が設置可能に）という措置によって制度化されることとなっ
た。主な改正点は、
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　１）修士課程については、その目的を広げて高度の専門職業教育等も含む
　２）博士課程については、研究者として自立し得る水準として課程の目的を明確に定

め、課程制大学院の趣旨を徹底する
　３）博士課程の修業年限は標準５年とし、優秀な学生は３年で終了し得るようにする
　４）特定の学部に依存する従来の組織編成のほかに、複数の学部・研究所と連携し、

また、専任教員と専用施設によるいわゆる独立研究科を設けることができる
　５）学位については、従来の種々の博士号のほかに、包括的意味を持つ学術博士を設

ける
　といったものであった。

　また、法改正を要する事項については１９７６（昭和５１）年に学校教育法の改正が行われ、
修士の学位が博士の学位と同様に法律に明記され、また、課程編成の多様化に関連して
修士の学位を有する者を入学資格とする後期３年のみの博士課程の設置が認められると
ともに、独立大学院の制度も設けられた。

　　こうして設置された大学院は、以下のように類型化される。
　　○独立研究科…学部に基礎を置かないもの
　　　１）主として大学院担当を本務とする教員によって組織されるもの
　　　２）主として数個の学部又は修士課程を基礎とするもの

　　３）主として複数の大学の学部又は修士課程を基礎とする、連合大学院と呼ばれる
もの

　　　４）主として大学の附置研究所その他の教育研究施設を基礎とするもの
　　○独立大学院…学部を置くことなく大学院を置いたもの
　　　１）総合研究大学院大学。大学共同利用機関等において教育研究活動を行うもの

　　２）北陸先端科学技術大学院大学や奈良先端科学技術大学院大学のような、大学院
担当を本務とする教員により組織された大学

　　○連携大学院
　　１）大学以外の研究機関が参加したもの
　こうして、制度的には大学院の振興が図られていったが、現実には、大学院の拡充は
簡単には進まなかった。理工系においては、一般社会における科学技術の進展に呼応し
たさまざまな拡充策が進められたが、既設大学院と新設構想との利害対立などからその
進展ははかばかしくなく、改善策を必要とした。
　１９７５（昭和５０）年、文部省大学局が「大学院問題懇談会」を設け、その振興方策の検討
を開始した。しかし、振興方策についての意見がまとまりにくいばかりか、振興策その
ものへの批判的意見もあり、１９７８（昭和５３）年８月に同会が行った「大学院の改善・充
実について」の報告では具体的に一歩踏み込んだ提案には至らなかった。
　一方、既に１９６３（昭和３８）年には、国立大学協会においても、各大学の状況に「格差」
があるとして、「新設大学拡充特別委員会」が設置され、大学間格差の問題が検討され
ていた19。また、１９７２（昭和４７）年７月には、同協会第１常置委員会においても「格差是
正小委員会」が設けられ、大学の組織・制度上の問題として、格差問題が検討された。
その後、同委員会は「新設大学拡充特別委員会」（１９７４年１１月に大学格差問題特別委員会と
改称）に格差問題を委ねるとともに、それまでの検討資料を「格差是正に関する報告書」
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としてまとめ、新設大学拡充特別委員会に手交した。
　１９７６（昭和５１）年に大学格差問題特別委員会がまとめた中間報告によると、その格差
の本質は、以下の２点に絞られるとされた。

　　○大学間における格差
　　・旧７帝大や旧官制による１１大学は講座制をとり（ただし、旧制高等学校・専門学校を

構成校に加えているものは学科目制又は課程制をとる学部となっている）、学部・学科・
講座ともに充実し、研究所や研究施設等も置かれている。一方、１９４９（昭和２４）年
以降に発足した新制大学は、学科目制又は課程制をとる学部が多く、大学院も医学
部を除いては修士どまりであり、修士課程さえも設置されていない学部が少なくな
い。研究所・研究施設に至っては寥々たる状況である。

　　・これにより、学部新設に伴う定員基準、学科新設に伴う定員基準に差異があり、教
官当積算校費や研究旅費、施設の基準面積に大きな差がある。

　　・教員養成学部や教養部には定員基準すらなく、学長俸給も、旧設諸大学と階級差が
つけられている。他の管理職の管理職手当及び指定職待遇を得られる者の範囲も旧
設大学と新設大学の間で大きな差異がある。

　　・新設大学は地方に所在するものが多く、大学の運営、教育・研究及び国際交流等に
大きな不利な条件を抱えている。

　　○同一大学における学部間の格差
　　・同一大学にあっても、旧11官立大学を母体とするものと、旧制高等学校や専門学校

から学部となったものには、編成上、予算措置上差別があり、結果として学部規模
に格段の差異を生じている。特に教員養成系学部及び教養部と他学部には歴然たる
格差が存在する。

　注目できるのは、大学間格差あるいは学部間格差が、ひいては大学院設置に際しても
大きな影響を及ぼしている点である。報告では、現状において、国立大学の大学院は医
学系・農学系・工学系についてはその大部分が、理学系においては約半数が当該学部の
上に設置されているが、博士課程までの大学院を持つ大学は、医学部を除けば旧帝大及
び旧官立大学にほとんど限定されており、新制大学の場合は、大学院設立が認められた
としてもほとんど修士課程にとどめられていることを指摘した。その上で、大学院設置
の可能性はどの大学・学部に対しても認められるべきであり、その設置に対する要件
は、当該大学の実力と充実の度合いによって定めるべきであるとした。
　更に悲惨な状況だったのは、教員養成系学部の大学院の状況であった。当時、教員養
成系の大学院は非常に限られていた。最初に教員養成系の大学院修士課程が設置された
のは、１９６６（昭和４１）年の東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程であり、１９８６（昭和
６１）年までには１６の大学に設置されていた。１９７０年代末から８０年代初頭にかけては、兵
庫教育大学や上越教育大学、鳴門教育大学など大学院教育を主とする教育系大学が設置
されるなどの充実が図られた。しかしながら、１９８７（昭和６２）年度段階で教員養成系大
学・学部のうち大学院が設置されている大学は４割に満たないという状況であり、①高
度な専門性を持つ教員の養成、②教科教育や教育学、特別支援教育、各教科の基礎的分
野等についての進んだ研究と教育、③現職教職員の再教育のためにも、速やかな修士課
程の設置による、高い資質と能力を持つ教員養成が求められた20。また、大学院博士課
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程に至っては、１９８７年当時ではわずか２、３の大学にしか設置されていなかったことか
ら、大きく変貌しつつあった学校教育の新しい現実に根ざし、今日の教育実践と結びつ
いた教育諸科学の研究を行う機関としての博士課程の設置が望まれていた。
　②大学院博士課程設置計画の展開

　１９５５（昭和３０）年７月、熊本大学初の大学院研究科として医学研究科博士課程が置か
れた。１９６０年代半ば以降は、薬学研究科修士課程、工学研究科修士課程、理学研究科修
士課程、文学研究科修士課程、法学研究科修士課程が次々と設置され、専攻も拡大され
ていったが、大学院博士課程の設置には至らなかった。
　１９７６（昭和５１）年６月から１９７８（昭和５３）年５月に開催された第４期熊本大学改革委員
会において本学の将来構想が検討されたが、その中において１９７７（昭和５２）年３月１日、
改革委員会の下部組織として「大学院制度専門委員会」が設置され、理系大学院博士課
程の設置についての検討が集中して行われた。この専門委員会は、薬学部の久保田幸雄
教授を委員長、工学部の平井一男教授を副委員長とし、そのほかに教育学部１名、理学
部２名、医学部１名、薬学部１名、工学部１名、教養部１名、体質医学研究所１名の委
員がそれぞれ選出され、また、事務局庶務部庶務課長が幹事を務めた。
　大学院制度専門委員会がこの検討を開始した理由は、同委員会が提出した答申におい
て、以下のように説明されていた。

最近の学問研究の進展とともに専門諸分野は一層深化の度を速め、これに伴って学問はま
すます細分化の道をたどっている。これは必然的に諸学の境界領域の多様な重なりをもた
らし、その結果いわゆる学際領域の急速な拡大を見ることとなった。このような学問研究
の流れは、一方において専門分野の深化への志向を、他方において細分化された学問の連
携や総合への気運を醸成する結果をもたらした。本委員会はこのような認識に立って理系
博士課程の構想を検討した。
本学には現在博士課程として医学研究科、修士課程として薬学研究科、工学研究科及び理
学研究科が設置されているが、本専門委員会としてはこれらの研究科はそのまま存置し、
新しい理系大学院博士課程として後期３年制の独立大学院を考えることとした。

（中略）
本答申に掲げる構想は、現在、熊本大学で行われている理系諸学の有機的な連携あるいは
統合を通して新しい学問の進展に対応し得る博士課程を作り上げようとするもので、この
目的のため関連する専門諸分野の教官が現行学部の枠を越えて協同し、専攻及び講座を組
織することをその内容としている。21

　以上のような目的を持った大学院制度専門委員会が設置されるより既に７年前、熊本
大学改革準備会は、答申「熊本大学の改革について」において、

大学院における教育の質の向上と研究の充実のためには、大学院独自の教官組織を定め、
大学院課程の教育の責任体制を明らかにする必要があるが、具体的な問題をあげれば、研
究科院長の役割と選出方法、研究科委員会と各学部、研究所教授会との関係についての検
討などがなされるべきであろう。大学院における教育と研究を既存の学部の講座の延長の
上のみに考えることは反省されるべきである。本学大学院の四つの研究科には、それぞれ
対応する学部が存在するが、各研究科の教育と研究には、その学部以外の、関連する学部
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や研究所の教官が参加し、歴史的な従来の学部区分にとらわれずに大学における教育と研
究を行う方針がとられ、もしそれが正しく運用されるならば、境界領域や新分野の教育・
研究に貢献しうる点で、他大学にあまり見られない本学大学院の長所となりうるだろう。22

と、従来の学部にとらわれない新たな大学院の創設を提言していた。この答申以後に実
働する改革委員会及び各学部では大学・学部の将来構想が練られたが、この中で、各学
部は、学部の将来構想として大学院設置計画を立てていた。１９７７（昭和５２）年３月１４日
に開かれた第１回大学院制度専門委員会において、各学部における博士課程設置の審議
状況の報告が行われたが、ここでは、工学部と薬学部の計画が披露された。工学部、薬
学部の案は、図１及び２のとおりである。

『大学院制度専門委員会綴』より作成

工学研究科

（12講座）

（11講座）

（9講座）

（16講座）物質工学専攻

建築環境工学専攻

数理情報工学専攻

エネルギー工学専攻

薬学研究科

医学研究科

医薬品科学専攻

医療薬学講座

保健・医療薬学専攻

安全性評価学講座

医薬品設計学講座

環境管理学講座

保健薬学講座

熊本大学
医科学系
総合大学院

図１　工学研究科新設案（1975年5月1日時点）

図２　薬学研究科新設案（1977年3月22日時点）
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　工学部では、博士課程の組織を学部・修士課程段階の組織と対応させることなく、博
士課程担当の教官を中心に目的にふさわしいものとなるよう、現在の学部（修士課程）の
講座を博士課程の４つの専攻に振り分け、弾力的な組織編成とするように計画した23。ま
た、薬学部では、医学研究科・薬学研究科からなる「医科学系総合大学院」を設置し、
その下に２つの専攻を設け、各講座には薬学系の教員のほか客員あるいは体質医学研究
所との連携による人員を配置するなど、従来の薬学部の講座にとらわれない研究科の設
置を目指した。このほか、専門委員会に資料が提出されておらず詳細は不明であるが、
理学部でも１９７２（昭和４７）年９月に１９７４（昭和４９）年度の概算要求に博士課程の設置を盛
り込むことが決まり、検討が始められていた24。また、同年の国立７大学の理学部長会
議においても博士課程設置推進策の検討が進められるなど、全国的にも理学系の博士課
程の設置が検討されていたことが窺える。工学部においては、既に１９７３（昭和４８）年の
段階で博士課程設置準備委員会を設けており、翌年には工学研究科博士課程概算要求書
を提出し、審査を待っている状態であった25。
　また、薬学部については、これよりも更に古い段階から博士課程の設置を計画してい
たことが薬学部の教授会記録から窺える。その初出は１９５２（昭和２７）年７月１４日の薬学
部の教官会議である。薬学研究科の設置を目指し、「二コースとし、各々に修士・博士
課程を置く。詳細は各教室単位で協議制定する」ことが持ち上がり、同年８月に案を了
承していた26。しかし、次第に熊本大学への設置は難しいことがわかり、９月の全国薬
学部長会議において東京大学及び京都大学のみ概算要求し、他の大学にはまず専攻科を
設置し、適当な時期にこれを大学院に転換させる方針をとった。これにより、本学では
まず専攻科の設置を申請し、１９５４（昭和２９）年に薬学専攻科が設置された。１９６４（昭和
３９）年には薬学専攻科が廃止されて薬学研究科修士課程が設置されたことから、同年５
月の教授会において再度博士課程の設置が検討され、修士課程２年次の修了後の年度か
ら博士課程が設置されるように要求することが決まり、これに合わせて準備が進められ
た27。しかし、この博士課程設置は実現せず、その後も薬学部では設置に向けた取り組
みが続けられた。
　以上のように、大学院制度専門委員会が設置される以前にも、理系各学部ではそれぞ
れ博士課程の設置を目指して検討が進められていた。こうした各学部の状況を踏まえな
がら、専門委員会では、そもそも学部の枠にとらわれず、理系領域に関する総合的な研
究科の設置構想を描くことが可能であるのかが議論された。そこでは図３～６に見るよ
うに、大学院の設置に関してさまざまな案が検討された。
　各図の構想は、大学院制度専門委員会が各段階で議論を踏まえ作成した案であるが、
短期間に多くの案が作成されたことがわかる。当初は学部を基礎とする研究科の設置、
ある程度の「系」にまとめた研究科の設置、大規模な総合化を目指した研究科の設置の
３案が作成されたが、次第に当初目指した各領域にまたがる総合的な研究科の設置が目
指されるようになった。検討の途中では、図３第２案の「系―研究科―講座」といった
形態をとるもの、図５B案の「研究科―専攻―群」といった形態をとるものからは、学
問分野をどのように括っていくかが模索されていたことが窺える。また、当初は理学
部・医学部・薬学部・工学部の４学部の講座を中心とした研究科の設置プランが展開さ
れたが、１９７７（昭和５２）年６月６日の委員会（図５）からは、教育学部及び教養部の理系
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も含めて教員がどのように参画するかが具体的に検討され始め、最終的には、法文学部
以外すべての学部にまたがる大学院博士課程の計画となった。
　１９７７（昭和５２）年１２月１２日、専門委員会の検討結果をもって、改革委員会から学長へ
の最終的な答申が行われた。答申では図７のようにB案を基礎とする「医学研究科」と

「自然科学総合研究科」の２研究科を置くこととなった。前者は従来どおりとし、後者
については、教育学部・理学部・工学部・薬学部及び教養部教官を中心として組織し、
これに医学部及び体質医学研究所が参加あるいは協力する形をとることとした。また、
教員の所属はすべて現学部に所属したまま研究科に参加してその専攻分野の講座を担当
するとともに、専攻を構成する講座は教育・研究実施上の機能単位として、関連専門分
野の複数の教官が参加して組織する大講座とすることとなった。
　この答申は、１９７８（昭和５３）年１月２６日の評議会で承認され、席上学長から、他の学

　……
教育・理・工・薬学部、教養部で

　　　組織　　　医学部・体研が協力、参加

……系を設定しないことも考えられる

第３案　大規模な総合化

熊本大学大学院（理系）

理学研究科、
工学研究科　等

※自然科学系　→　理工学系、理工科学系、理科学系

熊本大学大学院（理系） 医学研究科（現行）、
薬学研究科　等

第２案　系を設定
　　　系は博士課程の目的を鮮明にし、大学院の組織・機能を明確に提示するため

第１案　学部を核とする研究科と総合科学研究科を設置
　　・学部を核とする研究科―専門領域の発展、深化を目指す。
　　・総合科学研究科―細分化され、深化した専門領域の総合化を目指す。

熊本大学大学院（理系）

総合科学研究科

医学研究科（現行）

薬学部を核とする
研究科（薬学研究科）

工学部を核とする
研究科（工学研究科）

理学部を核とする
研究科（理学研究科）

自然科学系

医科学系

総合科学系
（総合科学研究科）

自然科学総合研究科

医学研究科（現行）

図３　1977年4月25日委員会構想
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自然科学総合研究科

Ｂ案　現在熊本大学で行われている理系諸学の有機的な連携あるいは統合を通して新しい
　　　学問の進展に対応し得る博士課程を作り上げようとするもの。連携する専門諸分野
　　　の教官が現行学部の枠を越えて協同し、専攻あるいは講座を組織する。

※１　自然科学総合研究科の専攻として考えられるもの。本学における研究分野と
　　　その進展並びに教官組織に適合するよう選択する。

※２　A案の総合科学研究科の専攻もこの中から選択することが出来るものである。

医学研究科（現行）

熊本大学大学院
博士課程（理系）

薬学研究科

総合科学研究科

Ａ案　学部を核とする研究科と総合科学研究科を設置しようとするもの。

医学研究科（現行）

理学研究科

熊本大学大学院
博士課程（理系） 工学研究科

物質科学専攻
設計・生産科学専攻
エネルギー科学専攻
システム科学専攻
環境科学専攻
火山科学専攻
数理情報科学専攻
生命科学専攻

図４　1977年5月23日委員会構想

部改組計画や教養改革等とともに全学一致での協力体制を構築し、実現に向けて進んで
いくことが各評議員に要望された。
　このように、新たな科学の時代に適合する大学院の設置を目指し、壮大な計画が立て
られたが、その後の状況は厳しいものであった。１９７８（昭和５３）年度には、「理工系総合
研究科設置準備委員会」と、「理学部博士課程設置準備委員会」が設置され、前述の改革
委員会答申にとらわれない、理工系を中心とする博士課程の設置が決められた。ただ
し、従前のような複合的・学際的な研究科の設置の方針は失われていなかったため、理
工系総合研究科設置準備委員会は委員長を岳中典男学長が務め、理学部長、理学部教
授、工学部長、工学部教授、薬学部教授各１名の計６名の委員で構成された。この理工
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物質科学専攻
設計・生産科学専攻
エネルギー科学専攻
システム科学専攻
環境科学専攻
生体科学専攻

Ａ-２案 基礎物質科学専攻
（Ｂ案　物質科学専攻）
環境科学専攻
生体科学専攻

システム科学専攻
エネルギー科学専攻
設計・生産科学専攻

自然科学総合
研究科

医学研究科（現行）

医療薬科学群

基礎生体科学群生命科学専攻

環境科学専攻

システム科学専攻

自然環境科学群

生活環境科学群

薬学研究科 医療薬学専攻

Ｂ案

熊本大学大学院
博士課程（理系）

医療薬学専攻

物質科学研究科

情報・生産科学
研究科

医学研究科（現行）

薬学研究科

熊本大学大学院
博士課程（理系）

医科学系

Ａ-１案

理科学系 自然科学総合
研究科

熊本大学大学院
博士課程（理系） 医学研究科（現行）

図５　1977年6月6日委員会構想
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基礎科学専攻
物質科学専攻
応用力学専攻
システム科学専攻
生物科学専攻

　（生体物質科学講座
　　細胞生物学講座
　　生体機能生理学講座
　　環境生物学講座）

基礎科学専攻
物質科学専攻
応用力学専攻
システム科学専攻
生物科学専攻
医療薬学専攻
　（生命科学専攻）

（実現への過渡的な案）

（最終案―将来構想）

自然科学総合
研究科

Ｃ案

医学研究科（現行）

熊本大学大学院
博士課程（理系）

医科学系

薬学研究科 医療薬学専攻

Ａ-３案

理科学系 自然科学総合
研究科

熊本大学大学院
博士課程（理系） 医学研究科（現行）

図６　1977年6月20日委員会構想

物質基礎化学講座
物性科学講座
基礎化学講座

応用化学講座
高分子化学講座
金属理科学講座

材料工学講座
応用力学講座
エネルギー
　変換科学講座

設計科学講座
製造科学講座
資源開発工学講座

基礎数理科学講座
応用数理科学講座
情報科学講座

電子情報工学講座
システム
　制御工学講座

自然環境科学講座
生態環境科学講座
基礎生物学講座

地球環境科学講座
生活環境科学講座

医療薬剤学講座
薬理活性学講座
臨床分析学講座
生体防御学講座
環境化学講座

代謝遺伝性化学講座
生物活性物質学講座
医薬品設計学講座
基礎保健科学講座

医療薬学専攻

医学研究科（存置）

物質科学専攻

自然科学総合研究科

環境科学専攻

生産科学専攻

数理科学専攻

図7　改革委員会答申案（1977年12月12日）
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系総合研究科設置準備委員会において、理学部及び工学部がそれぞれ設置した博士課程
設置準備委員会が検討した事項を総合的に判断し、熊本大学として博士課程を戦略的に
設置するための検討が重ねられた。
　１９７９（昭和５４）年には名称を「科学技術総合研究科博士課程」と定め、概算要求書を提
出した。翌１９８０（昭和５５）年４月にまとめられた『熊本大学大学院科学技術総合研究科
博士課程計画書』28によると、研究科の構成は図８のようにまとめられた。

物性科学群

材料科学群
設計加工科学群

数理科学群
システム科学群

地球環境科学群

生命環境科学群

の色つき部分は、改革委員会案より変更がない部分。
ただし、「講座」→「群」へ変更している。

生産科学専攻

情報科学専攻

環境科学専攻

科学技術総合研究科
博士課程

図８　科学技術総合研究科博士課程案（1980年4月）

　図からわかるように、研究科のうち「生産科学専攻」と「環境科学専攻」については、
改革委員会答申案と同じ名称が残されている。また、「情報科学専攻」の名も、改革委
員会答申案中では「数理科学専攻」中の講座名に「情報科学講座」の名前が見え、専攻
を構成する講座・群の名前あるいは授業科目名と非常に似通っている。「群」を採用し
たのは、既存の学部学科の編成にとらわれず、総合することによって能率よく学術水準
の維持発展に寄与できると思われる分野を整理統合したためであった。また、理・工学
部で実施又は実施が計画されている研究テーマについては、研究科の教員は、大学院博
士課程における総合研究プロジェクトとして組織し、ここで「浅海域の環境化学」「火
山環境化学」「衝撃エネルギーの基礎と応用研究」等の本学の特色を示す研究を行うも
のとした。
　こうした科学技術総合研究科博士課程の概算要求書は手直しを加えながら数年にわ
たって提出され続けた。１９８３（昭和５８）年１１月、科学技術総合研究科博士課程の設置に
ついて、同年度調査費の配分を受けたことから、「熊本大学大学院科学技術総合研究科
博士課程設置準備委員会」が設置され、理工系総合研究科設置準備委員会で検討されて
きた事項が、新しい準備委員会で検討されることになった29。新準備委員会の委員長は
松山公一学長が務め、理学部長及び工学部長、理学部及び工学部の評議員、理学部及び
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工学部の教授各１名、事務局長からなる９名の委員が任命された。更に、下部に理学専
門委員会と工学専門委員会を設け、教育学部や教養部の関係分野の教員が適宜参画し、
専門分野の検討を担うこととされた。
　この数ヵ月前の１９８３（昭和４０）年７月２４日、熊本大学では１９６５（昭和４０）年度以降自衛
官２１名を学生として受け入れていた事実が発覚し、また、新研究科に防衛庁からの教授
受け入れが計画されていたこと等が明らかになったことが全国紙で大きく報じられ、世
間に広く知られるようになった30。目下推進中であった大学院設置計画への「軍学共同」
であるとの批判が広がり、同年９月には学内で教官有志懇談会が開催され意見交換が行
われたほか、同月の熊本県議会では熊本大学大学院設置計画へ抗議声明を出した県議会
議員が出たことから一時審議がストップし、同年１２月には熊本県教職員組合から反対声
明が出されるなど、学内外からの批判が相次いだ。新準備委員会はこうしたさなかでの
発足であったが、１９８３年１２月１２日の第１回委員会では、「本科学技術総合大学院の設置
に関し、学内に考える会等の団体を設け、また、職員組合、学外の諸団体で論議、批判
等が行われているが、本博士課程は、理学、工学修士課程の延長線上にあり、両学部の
概算要求としての性格を有するため、他の場合と同様、両学部の主体性で検討願いた
い。また、学内で結成される任意団体とは、学内の公式な委員会、教授会等とは別な対
応があって然るべき」との学長の意見が述べられ、以後も続くであろう批判については
取り合わない方針を示した31。
　こうして科学技術総合研究科の設置に向けての検討が進む中で、新研究科の設置は年
次計画で行うこととし、まずは各専攻を既設の研究科の中に設置し、最終年次に各専攻
をまとめて新研究科として独立させることとなった。そこで、１９８６（昭和６１）年に工学
研究科博士課程生産科学専攻、１９８７（昭和６２）年に理学研究科博士課程環境科学専攻が、
それぞれ先行して設置された。また、新研究科の名称も、当初は「科学技術総合研究科」
とされたが、「総合」という冠をつけるには自然・人文・社会の各領域にまたがる必要
があり、単に自然科学内のしかも関連の深い理・工の２部門のみで構成する予定である
ことから、１９８５（昭和６０）年７月に見送られることになった。更に、科学技術研究科設
置年次計画の最終年度にあたる１９８７年６月の設置準備委員会で、先発の３大学において

「自然科学研究科」の名称が使用されており、設置計画書の名称を同じ名称に改称して
もらいたい旨の文部省からの要望があり、研究科の名称を「自然科学研究科」に改称す
ることが審議され了承された。
　１９８７年８月、文部省の昭和６３年度概算要求がまとめられ、熊本大学大学院自然科学研
究科の設置が本決まりとなり、翌年２月の実地審査を経て、１９８８（昭和６３）年４月１日
をもって、自然科学研究科が発足した。初代研究科長については理学部・工学部が推薦
する各候補者を設置準備委員会で選考することとなり、工学部の黒羽啓明教授が初代研
究科長に決まった。
　なお、大学院制度専門委員会時から大いに議論の的となっていた専攻の構成について
は、図９のようになった。
　図９を見ると、専攻名は図８の時点と変わっていないが、専攻の中身が大きく変化し
ていることがわかる。１９８０（昭和５５）年時点では「群」を採用していたが、１９８３（昭和５８）
年５月のプランでは既に「群」ではなく、「既存の学部・学科の編成にとらわれず、総合
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することによって能率よく学術水準の維持発展に寄与できると思われる分野を整理・統
合」32した「大講座」を採用することとなっていた。最終的には、専攻名が変わってい
ないため、各専攻に含まれる教育研究分野には大きな変化はなかったものの、「群」か
ら「講座」へ移るにあたって名称として残ったのは「数理科学」のみであった。
　薬学系博士課程については、総合的な博士課程設置の方向性が理工系に傾いて以後、
別途設置を目指すこととなっていたが、「大学院科学技術総合研究科博士課程設置準備
委員会」が設置されたのとほぼ時を同じくして、１９８３（昭和５８）年１１月２１日付で「大学院
薬学研究科博士課程設置準備委員会」が発足し、「教育・研究部会」「施設・設備部会」「管
理運営部会」の３部会が設けられた。薬学部では既に医学系講座・部門との連携構想も
含む「熊本大学大学院薬学研究科（博士課程）新設案」を１９８２（昭和５７）年に作成しており、
当時学内で大きな問題となっていた体質医学研究所の改組問題とも絡みながら検討が進
んだ。そして１９８３年１月頃、薬学研究科博士課程の設置については昭和５８年度の文部省
予算において大学改革等調査経費等としての内示があり33、上述の「大学院薬学研究科
博士課程設置準備委員会」が発足、１９８５（昭和６０）年４月、薬学研究科博士課程がついに
設置された。なお、発足当初の薬学研究科博士課程は図１０のような構成であった。

応用物質化学講座
生産技術工学講座
エネルギー工学講座

数理科学講座
情報システム工学講座
回路システム工学講座

自然環境科学講座
防災構造工学講座
環境保全工学講座
地域環境工学講座

生産科学専攻

情報科学専攻

環境科学専攻

自然科学研究科
博士課程

図９　自然科学研究科博士課程設置時（1988年4月1日）

薬品資源学講座

医療薬科学専攻 医療薬剤学講座

薬物活性学講座

薬学研究科博士課程
（前期課程2年、後期課程3年）

衛生薬学講座

図１０　博士課程発足時の薬学研究科組織図（1985年4月1日）
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　薬学研究科博士課程は前期２年、後期３年の課程に区分され、深化しつつある薬学と
医学との学際領域を薬学の視点から「医療薬科学」として捉え、「薬を介して医療に参
加する」との認識の上で、専攻分野における自立した研究活動を展開し得る能力及び基
礎学を養わしめ、人類の健康・福祉に貢献し得る高度の専門技術者及び研究者を養成す
ることを目的とした34。この目標達成のため、従来の修士課程では２専攻１３講座で構成
していた教育研究組織を博士課程１専攻４大講座に改編した。また、新たに医学との連
携を密に、かつ重視するため、医学部附属病院薬剤部を教育研究協力部門とし、医学部

（６講座）、医学部附属免疫医学研究施設（２部門）及び医学部附属病院中央検査部からの
教育協力をも得ることとし、従来の薬学系大学院に欠如していた医学系科目を積極的に
取り入れるなどしてこの面の充実を図った。
　また、薬学研究科博士課程の設置を、学部における教育に相関させることによってよ
り効果的な教育となることを企図し、前述のとおり、学部組織も従来の２学科制（薬剤
学科・製薬学科）から１学科制（薬科学科）に移行し、関連する講座を統合改編して大講
座制とすることになった。

（３）学内共同教育研究施設等の設置
　１９６０年代からの経済の高度成長を背景として、大学の規模拡大、国立学校特別会計制度
や科学研究費補助金制度等の財政基盤の整備、共同研究体制等の研究組織の整備など、学
術研究に対する量的拡大が図られるとともに、その基盤整備が進められた35。その後は、
学問の専門分化の進展と境界領域・複合領域の発展、加速器・核融合実験装置・大型望遠
鏡・衛星・ロケットなどの大規模な設備を必要とするいわゆるビッグ・サイエンスの登場、
学術の国際交流の活発化、学術情報の増大など、学術研究の内在的発展から生じる新たな
研究上の要請が生じてきた。また一方では、資源エネルギー、環境保全、海洋利用、人口
問題、地震予知、がん対策などの問題解決に貢献するため、学術研究に対する社会的要求
が増大してきた。
　１９６７（昭和４２）年、学術奨励審議会を発展的に改組した学術審議会が設置された。同審
議会はこの年「学術振興に関する当面の基本的な施策について」の諮問を受け、１９７３（昭和
４８）年に答申をまとめた。この答申は、学術研究体制の充実と改革、大学等における研究
条件の整備等各般にわたる基本的施策について提案を行っており、戦後初めて我が国の学
術の振興の基本的方向を示すものとなった。その後も１９８０（昭和５５）年には、当面するエ
ネルギー問題等の社会的要請と学問の進展により生じてきている研究上の諸要請に対し、
総合的・効果的な学術研究の推進を図るため、「学術研究体制の改善のための基本的施策
について」の諮問を受け、１９８４（昭和５９）年に答申を取りまとめた。この答申では、学術研
究の重点的推進、優れた研究者の養成・確保、社会的協力・連携の強化等について積極的
に施策を推進するよう提案された。
　こうした中、国立大学附置研究所の整備が進み、１９７０年代以降は、学術研究の動向や社
会的要請等を踏まえ、大学共同利用機関等への改組・転換が行われたものもあった。１９７１

（昭和４６）年には、特定大学に附置しない全国の大学共同利用機関の第１号として、高エネ
ルギー物理学研究所（現在の高エネルギー加速器研究機構）が設置されている。このほか、
各大学で展開される教育・研究の補完や支援のための施設として、学内共同教育研究施設
や学部又は附置研究所所属の研究施設の設置が進んだ。国立大学においては、研究部門等
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を設置する場合に、新たな研究の要請等に適切に対応するとともに研究機関の沈滞化・陳
腐化を避ける等の観点から、あらかじめ存続期間を定めた組織の設置が始まった。１９７４

（昭和４９）年度に東京大学理学部附属高エネルギー物理学実験施設が５年間の存続期限を附
して設置されたのがその最初であり、１９９１（平成３）年度段階では全国共同利用施設６、
学内共同利用施設２７、学部・附置研究所附属研究施設５７の計９０研究施設及び７１研究部門が
存続期間を附された組織として置かれていた。
　本学においても、１９６０年代から学部附属施設・センターが設置され始めた。まず１９６６

（昭和４１）年４月、医学部附属中毒研究施設と工学部附属工学研究機器センターが設置され
た。医学部附属中毒研究施設は、高度経済成長期にさまざまな公害が起こったこと、ま
た、熊本で発生した水俣病に対し、本学では研究班を組織してその原因解明や治療にあ
たったこと等から、中毒学研究の必要性の気運が高まり設置されたものである。中毒研究
施設は部門制をとっており、１９６６年に生化学部門が、１９７０（昭和４５）年に病態生理学部門
が、１９７４（昭和４９）年に神経中毒学部門が置かれた。また、工学部附属工学研究機器セン
ターは、１９６２（昭和３７）年に創立６５周年を迎えた工学部が研究体制の一層の発展を期し、
新鋭の研究用機器を各学科共同で導入管理して共同利用の途を開き、有効能率的に運営す
ることを目指して作られた「工業技術研究所」に端を発する36。この研究所は工学部同窓
会・工業会があくまで記念事業として設置したものであったが、１９６６年４月には、正式に
工学部附属の研究用施設として認可された。
　１９７０年代に入ると、新時代の科学技術に対応すべく、新たな分野に特化した研究組織の
設置が相次いだ。まず自然科学系としては、１９７１（昭和４６）年に、工学部附属組織として
衝撃エネルギー実験所が設置された37。また、教育学部には、１９７９（昭和５４）年に教育工学
研究センターが設置された。「教育工学」とは、教育方法の近代化（放送・視聴覚・教育機
器の導入など）や教育内容の現代化（学習科学、授業研究、プログラム学習）を背景として成
立した、比較的新しい学問であり、我が国では１９６０年代頃から本格的な研究が始まってい
た。１９７０年代前半から全国の教員養成系学部で「教育工学センター」の設置が始まってお
り、本学のセンターは全国の国立大学で一番最後の設置であった。
　１９７０年代から１９８０年代にかけて最も進展を見せたのは、生命科学系、特に医学系の共同
研究施設であった。１９７０（昭和４５）年に作成された医学部の概算要求を見ると、「生体防衛
機構研究施設」「脳神経機能研究施設」「癌実験治療研究施設」の３施設の設置が掲げられ
ていたが38、１９７１（昭和４６）年、めざましく進化を遂げる医学に対し、本学医学部の研究の
特徴となるべきプロジェクトを中心に展開することとなり、「免疫医学」「遺伝医学」を推
進していくことが決まった39。以後、医学系の部局では、この方針に沿った組織設置に向
けた設置要求がなされた。
　そこで、医学部附属としては、まず最初に１９７３（昭和４８）年に免疫医学研究施設が設置
された。この施設には当初、免疫病理学部門が設置され、１９７９（昭和５４）年に免疫生化学
部門が設置された。その後、国立公害研究所（１９７４年設置）、都立公害研究所（１９６８年設置）
に続き、１９７８（昭和５３）年に国立水俣病研究センターが設置されたことを受け、熊本大学
における中毒研究の新たな方向への転換が必要となったことから、「中毒免疫学」の開拓
が計画されるようになり、１９８２（昭和５７）年４月１日、中毒研究施設と免疫医学研究施設
を統合改組し、新しい免疫医学研究施設が時限付きで設置された。これに伴い、従来の部
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門を改組して病理学部門・生化学部門・薬理学部門・アレルギー部門が置かれた。
　一方、もう１つの柱とされた「遺伝医学」についても、組織設置に向けた動きが進めら
れた。１９８４（昭和５９）年４月、体質医学研究所が廃止され、これに代わって医学部附属遺
伝医学研究施設が置かれることになった。この背景には、１９７０年代の全国的な大学のあり
方見直しが大きく関わっていた。大学のあり方が見直される中で、体質医学研究所につい
ても、戦前からの「体質」に特化した研究を中心に行うのではなく、国際的視野における
目的志向型の研究所が望まれる情勢を勘案し、研究の焦点を微視的方向に絞って進めるた
めに改組転換を行う必要があることが認識されていた40。そこで、１９７９（昭和５４）年６月の
評議会において、体質医学研究所を「病態代謝機構研究所」へ転換し、発育・老化研究部
門、エネルギー代謝、代謝病理、成人病態代謝、小児病態代謝、脳神経疾患の６部門を置
くことを盛り込んだ１９８０（昭和５５）年度の概算要求が計画され、重点事項及び優先順位等
については学長に一任された。しかしこの概算要求に盛り込まれた案は実現せず、その後
も体質医学研究所での検討は続いた。１９８１（昭和５６）年３月、医学部体研合同教授会が体
質医学研究所改組について検討を開始するとともに体質医学研究所長の諮問機関として

「将来構想特別委員会」が設置された。これにより、１９８１年度から改組へ向けた本格的な
動きが始まった。まず１９８２（昭和５７）年度概算要求において医学部と体質医学研究所は、
同研究所と医学部附属中毒研究施設を合併改組して「遺伝医学研究所」を設置する案をま
とめ、概算要求ヒアリング及び文部省との交渉に臨んだ41。しかし当時、臨時行政調査会
では組織の新設を認めない方針を固めつつあったため、この動きを汲み取った文部省から
現研究所ないし現部門の廃止については問題ないが、新研究所ないし新部門の設置は大変
難しいとの回答があった。更に同年９月に入ると、医学部の概算要求の関係で体質医学研
究所と中毒研究施設との合併を行わないこととなったため、体質医学研究所単独での改組
を目指すことになった。１９８２（昭和５７）年３月頃には新たに「環境遺伝医学研究所（研究・
教育センター）」の案を作成し検討を進めたが、１９８２年度に入り、全国の所長会議、臨時行
政調査会及び学術審議会の動向に関する情報、文部省学術国際局研究機関課の改組案に対
する感触等を考慮すると当初予定よりもはるかに厳しい状況であることが判明したため、
同年６月の体質医学研究所臨時教授会において、研究所は従前のような独立組織ではな
く、医学部と統合する方向で検討することが決議された。９月の教授会に「医学部遺伝医
学研究施設」として統合・改組する案が提出されると、以後はこの路線に沿って検討が重
ねられ、１９８４（昭和５９）年４月に体質医学研究所を廃止し、その教授陣・講座を引き継ぐ
形で医学部附属遺伝医学研究施設が設置された42。
　１９７１（昭和４６）年６月、医学部の教授会において、動物センター構想に向けての取り組
みが始まった43。当時、医学部では基礎系と臨床系とに分かれて動物舎が置かれ、それぞ
れにおいて動物の管理・実験が行われている状態であったが、「充分に管理された実験室
並びに実験動物を用いた研究でなければ掲載を拒否する欧文雑誌が出てきたという、研究
者にとっては致命的な状況」が生じつつあったことがその背景にあった。上記の免疫医
学、遺伝学といった本学医学部が重点的に組織を拡充した分野では、動物実験が研究進展
のカギを握ると考えられたため、そのための環境づくりが重要事項として概算要求に挙げ
られた。また、この頃全国の医学部長会議でも、動物センター設置の必要性を文部省に認
識してもらうべく、医学部現状調査の一環として各大学の動物実験施設の現状調査を行う
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ようにとの動きがあった。こうして１９７９（昭和５４）年４月、医学部附属組織として動物実
験施設が設置された。
　これと同じ頃、放射性同位元素（RI）総合研究室についての検討も行われた。１９５０年代
には学内でRI実験が開始されており、１９５７（昭和３２）年１月に放射性同位元素研究委員会
が発足し、各学部で研究が活発化した44。１９６０年代に入ると附属病院内にRI総合研究室や
放射能臨床実験室、薬学部にRI実験室、工学部に中性子放射化研究室や総合研究室など
の放射線を利用した研究施設の設置が相次いだ45。またこれを受けて１９６６（昭和４１）年には
放射性同位元素研究委員会を廃止し、放射性同位元素委員会が設置された46。以上のよう
に、年々学内各所で放射線を利用した研究に関する施設が整備され、これを利用する学内
研究者も増加していったが、これに伴い、危険防止に対応するための管理運営体制を強化
する必要が出てきた。１９７４（昭和４９）年１月、医学部で科学技術庁のRI研究施設への立ち
入り検査が行われた際には、RI物質等の保管、管理、使用、研究者の健康診断受診等に
ついて種々の指摘を受けたことから、医学部・附属病院・体質医学研究所を含めた本荘・
九品寺地区のRI総合研究室の必要性がクローズ・アップされるようになった47。折しも医
学部では前述の動物センター構想が計画段階にあったが、急増したRI利用研究者が既存
施設の許容量をはるかに超え、その危険性に対する科学技術庁の度重なる注意を看過する
こともできなかったため、動物センターよりも先にRI総合研究室を概算要求に上げ、
１９７８（昭和５３）年に本荘地区放射性同位元素総合研究室が設置されることとなった。
　薬学系においては、学長により各学部の将来計画を話し合う機会が持たれたことから、
１９７１（昭和４６）年１０月の薬学部教授会において部の中期的ビジョンについての意見が交換
され48、①大学院博士課程の設置、②機器分析センターの拡充改組、③附属研究施設の設
置を中心として、学長との懇談を進めていくことが決まった。翌年の薬学部教授会では大
学院博士課程の設置、機器分析センターの新設、薬用植物園の新設が、薬学部の概算要求
における重点項目として挙げられた。このうち戦前の薬専より引き継いだ薬用植物園につ
いては、１９７３（昭和４８）年９月に教育実習施設へ昇格することが決まり、１９７４（昭和４９）年
度より薬学部附属薬用植物園となった。一方、同時期に概算要求された機器分析センター
の方は、なかなか設置が厳しい状態が続いた。機器分析センターは、１９５４（昭和２９）年に
設置された有機微量分析室に端を発し、１９６２（昭和３７）年に中央実験室、１９７１（昭和４６）年
に分析センターと名前を変え、長らく薬学部の共同利用施設として利用されていた。この
施設を組織化することが最初に持ち上がったのは、１９６１（昭和３６）年のことであった。同
年１２月に開催された薬学部教授会において、「器

（ マ マ ）

機分析センターについて」として、機器
分析及びRIを主としたセンターを設置することが議題に挙げられた。しかしこの時点で
結論は出ず、しばらく議論が続いた後、教授会に話が持ち上がったのは、前述した１９７１年
の翌年度概算要求からである。しかし、機器分析センターの設置は翌年度以降の概算要求
に重点項目として出され続けたが、長らく設置が認められず、最初の概算要求からおよそ
２０年を経た１９９１（平成３）年、ようやく学内共同利用施設としての設置が認められた。こ
の間、分析センターでは、１９８０（昭和５５）年に他学部からの依頼試料の測定を開始するな
どその活動の幅を広げ、実質的には全学的な機器分析を担うようになっていた49。なお、
機器分析センターとなった以降もしばらくは専有の建物等は置かれず、事実上薬学部に置
かれた状態のままであったが、１９９４（平成６）年に大江地区に機器分析センター棟が竣工
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した。
　以上のように、１９７０年代から１９８０年代にかけては、科学技術の進展に伴い、学内あるい
は全国的に共同で利用するための教育研究施設等の設置が相次いだが、刻々と変化する国
の財政状況に伴う方針転換に振り回される形で組織の設置は必ずしも順調にはいかず、実
現しなかったプランあるいは実現しても大幅に計画を縮小したものも少なくなかった。

（４）農学部設置問題と熊本大学
　熊本大学に農学部を設置するという構想は、熊本に総合大学を誘致する計画の段階にお
いて県から持ち出されてきたものである。これは、戦後復興を目指す熊本県が、「農業」「教
育」を根本政策の柱と捉えていたことによる。そのため総合大学設置を検討する中で、宮
崎農林専門学校を熊本に持ってくる案や、既設の熊本県熊本農業学校を、あるいは熊本に
新たに設置した農業系の専門学校を将来的に大学に包含させる案等が検討されたが、いず
れも実現に至らなかった。
　この構想は、熊本大学の設置以後も度々取り上げられた。１９５１（昭和２６）年１月２６日の
熊本日日新聞の社説「県民に直結する大学を」では、熊本大学建設基金の募集が捗々しく
ない理由として、熊本県が農業県であるにもかかわらず農学部がないため、県民が苦しい
中でもできるだけの寄附金を拠出しようとしないという点を挙げ、県民の利益に直結する
学部として農学部の設置を求めていた。
　１９５１（昭和２６）年３月の定例県議会においても岩尾登議員によって農学部の必要性が強
調されたが、この段階では、農業協同組合（農協）の協力が得られなかったため見送られ
た。しかし、同年１０月末に開かれた県の農協組合長大会において熊本大学への農学部設立
の促進が決議され、農協関係者を中心に、農学部設置に向けた動きが始まった。１９５２（昭
和２７）年１月２８日の各郡の農協の会長が集った会議において、一大推進会議を作ることが
決まり、翌３０日開催の熊本県農業委員会においても農学部設置に向けて県及び県議会に働
きかけることが申し合わされた50。これら農協関係議員を中心とする一団は、同年２月５
日に熊本大学への農学部設置又は農業大学の設立を求めるとの決議文を提出したが、その
後も県・大学側の設置に向けた具体的な動きは見られなかった。
　翌１９５３（昭和２８）年６月の熊本県議会においても、熊本大学に農学部を作る件について
の質問がなされたが、櫻井三郎知事は「農学部設置の早急実現は無理で、現在の学部を予
定規格まで整備してから取り上げるべき問題である」と、近いうちの実現が難しいとの見
解を示した。こうした状況は数年続き、１９５９（昭和３４）年１月の時点においても、当時の
鰐淵健之学長は「四、五年前から県会や農業団体などで金を集めて設置しようという話が
持ち上がっている。しかし学生や教授の定員をふやすことはその計上費が国家負担にな
る。十年間につくり上げた母体の内容を立派なものにした上で、余力ができたら実現に進
もうと思っている。県の有力な農林高校あたりを基礎にして県立の農短大でも作り、この
公立のものを官立大学である国に移管するのが一番手早い方法で実現性がある。設置の構
想は着々進めていますよ」51と、大学側としても農学部の設置を望んでいるが、実現が困
難である旨を示唆した。
　同年、熊本大学長は本田弘人学長へと交代するが、本田学長もまた同年１１月６日の「熊
本日日新聞」に掲載された座談において「農業県として、地元の要望もあり、大学として
も農学部が出来れば形としては一応完成するわけだ。しかしまだ戦災復旧もできず、充実
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もまだという段階なので、慎重にやりたい。実は農学部そのものは全国的に飽和状態だ
し、作るにしても特色のあるものでないとダメだ。地元とも相談し先輩のチエも借りて、
世論とともにすすんでいきたい」と、農学部の設置は熊本大学としても望んでいるが、周
りの状況から見ても設置が難しいとの見解を示した。実は同年２月に熊本県知事が桜井三
郎氏から寺本広作氏へと交替しており、県議会においても、県の政権交代によって農学部
の設置はどうなるのかという質問がなされていた。同年１２月２２日の定例県議会の一般質問
において、村田亮一議員より熊本大学に農学部を作る考えはないのかとの質問があり、こ
れに対し寺本知事は「財政上のメドがつけば、農業県熊本として是非熊大に農学部を設置
したい。しかしこのために県が土地、校舎代などに四、五億円を負担しなくてはならぬの
でいま具体的計画についてはいえない」と回答した。翌１９６０（昭和３５）年３月の県議会の一
般質問でも増田議員より同様の質問がなされており、このときは「熊本城内の医学部跡を
校舎にし、八代の松田農場を実習地に使えばいいではないか」との一歩踏み込んだ質問が
あった。これに対し寺本知事は前年の答弁と同様、地元負担の問題から実動に移るかどう
かは明言せず、今後研究していきたいと述べるにとどまった。
　こうした県議会の動きとは別に、本学においても、農学に関する教育研究組織を作る動
きがあった。１９５４（昭和２９）年９月、 間近に迫ってきた５周年記念では従来行ってきたも
のとは違うことをしようとの話し合いがもたれたが、その席で鰐淵学長から次のような発
言があった。

県会議員で農学部の設置について言ふものがあるが、現学部が充実してからやると言ふ返事
をしている。これも意思表示として農学部設置委員会と言ふものを考えてもよい。52

　しかし第３編第１章に述べたとおり、５周年行事において農学部の設置が取り上げられ
ることはなかった。これ以後も、評議会・部局長会議等全学の会議の議題に農学部設置問
題が挙げられることはなかったが、農業の実習場を持ち教授陣に農学博士を抱える教育学
部の教授会で議論されたことが、同学部教授会記録に見える。
　１９５５（昭和３０）年１月１２日の教育学部教授会において「学部学科等の増設について」取り
上げられ、職業科・養護科等の増設が問題となり、話し合いの結果、農学部増設の気運を
作っていったらどうか、また職業科・養護科の増設の案を作って教授会に諮ってはどう
か、ということになった。その後も教育学部の内部で農学部あるいは職業科の開設につい
ての検討が進められ、１９６０（昭和３５）年９月２８日開催の教育学部教授会では、学科組織の
問題についての審議状況が報告された。実は１９５８（昭和３３）年に学習指導要領の改訂が告
示されており、１９６２（昭和３７）年から中学校の職業科・家庭科は技術科・家庭科に改めら
れることとなった。そこで、本学においても職業科の将来構想の検討が行われており、①
職業科と農業科を別に置くか、②その場合は職業科と農業科の構成をどうするか、③免許
状をどうするか、④農業科の学科新設はできるのかが論点となっていた。結局、１９６１（昭
和３６）年２月１日の教授会において、職業科問題について、学科としては技術科とするこ
と、農業の免許も取得できるように考慮することとなり、教育学部による農学部あるいは
農学科の設置は幻に終わった53。
　一方、熊本市においては、１９６３（昭和３８）年２月の石坂繁氏の市長就任を機に総合計画
の策定が始まった。この計画は、熊本が北部九州（人口過密・産炭地の疲弊）と南部九州（基
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礎産業である農業が深刻な転換期を迎えている）の中間地点にあるという地理的条件等を考
慮しながら、「近代産業発展のための基盤を整備し、人口の増加に対応して快適な生活を
保障する環境を整備し、そのような生活と生産の場において、新たな人材開発を基調とし
て産業の高度化をはかり、もって本市を個性ある九州の管理都市に再建することにより、
市民の福祉向上をはかる」ことを目標として定められたものである。総合計画は翌１９６４

（昭和３９）年１２月２６日に発表されたが、その「将来の構想」として、「既存大学に農学部及
び経済学部の新設、工学部及び薬学部の大学院設置を促進する」ことが盛り込まれた54。
　更に、１９６６（昭和４１）年３月、寺本知事から熊本県企画部に対し、「熊本市を九州の中枢
都市として開発するための方策をどうするか」についての諮問が行われたことから、熊本
の経済界の人物や熊本市の代表を招いて熊本経済懇談会幹事会が開催された。この中で熊
本大学に農学部を設置することが再び取り上げられることとなり、以後、熊本市において
も具体的な検討が進められた。同年１０月に発表された市のプランでは、熊本市の「中枢管
理機能の拡充」として、「熊大に経済学部、農学部を設置し、工学部も化

（ママ）

学機械、動力機
械、通信工学、航空工学などを新設して講座を充実させ、産学協同の実をあげる。薬学、
工学、理学部に五年課程の博士コースを置く。医学部にも歯科、口腔外科などを新設。大
学附属研究所の新増設を図り、また私立大を育成する」ことが盛り込まれた55。その後は
計画とも連動して、本学においては工学部の講座充実や理系大学院の設置計画等が進ん
だ。しかし、農学部の設置については、ここにおいても具体的に進むことはなかった。
　１９７６（昭和５１）年６月１４日の定例県議会において、中村晋議員より沢田一精知事に対し、
農学部設置について「農家にとって農協の果たす役割は大きいが、その整備強化、民主化
指導にどのような施策を行っているか。農業教育の充実、振興を図るため農業大学設置の
要望が強いが、県で早期実現が無理ならば農学部設置を準備している九州東海大に協力し
てはどうか」との代表質問があった56。
　九州東海大学は１９７３（昭和４８）年４月に熊本に開学した大学である。１９７５（昭和５０）年１１
月、学校法人東海大学の総長である松前重義氏は熊本経済同友会例会に講師として出席
し、「最近の国際情勢と熊本の将来像を考える」と題した講演を行った。その際、会場か
らの「九州東海大学に農学部をつくる計画があると聞いているが…」との質問に、「九州
東海大学の農学部設置は必ず実現させるつもりである。私学振興法案などで学部増設が難
しい情勢にはあるが、ご支援をお願いしたい」と、農学部の設置を言明していた57。一
方、本学では、農学部設置の話が浮上して以来３０年近く経ているにもかかわらず、いまだ
設置に向けた具体的な動きは見られないままであった。そのため中村議員は、具体的な動
きの見えた九州東海大学に農学部設置を促す質問を行ったと思われる。この質問に対し沢
田知事は、「農業大学の設置については長期的、広い視野から引き続き検討していきたい。
また、熊大、九州東海大などに農学部設置の動きがあれば県として協力したい」と、農学
部の設置については積極的であるものの、本学や九州東海大学など、いずれかの大学に動
きが見られれば県として協力する旨の回答をした。
　こうした県議会でのやりとりがあった１９７６（昭和５１）年６月、九州東海大学部に農学部
設置促進準備委員会が設置され、同年１０月には設置促進委員会に発展的に切り替えられ
た。これ以降、熊本県における農学部設置についての活動は九州東海大学へとシフトして
いった。
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　なお、同大学は１９７８（昭和５３）年７月３１日に九州東海大学農学部設置認可申請書を文部
大臣あてに提出し、１９８０（昭和５５）年１月８日に設置認可が下りた。これにより同年４月
１日、九州東海大学に農学部が設置された。

　第３節　開かれた大学を目指して

１　授業の開放
（１）「生涯教育」の広がり
　高度経済成長を経て社会に急速な変化が訪れる中、教育についてもさまざまな問題が生
じた58。中でも、技術革新の急速な進展と社会の複雑化に対応するため、生涯にわたる学
習とその内容の高度化が要請されるようになり、また、平均寿命の伸長や余暇時間の増
大、高学歴化に伴い、人々の学習への意欲は高度化・多様化してきた。
　そうした中、１９７１（昭和４６）年に社会教育審議会答申「急激な社会構造の変化に対処する
社会教育のあり方」が出され、自己学習と相互教育の意欲を組織的に高め、その機会等を
提供する社会教育への期待が述べられた。続く中央教育審議会の４６年答申においても、「生
涯学習の観点から全教育体系を総合的に整備」すべきことが指摘された。そして１９８１（昭
和５６）年６月に出された中央教育審議会答申「生涯教育について」においては、生涯学習の
観点から、家庭教育、学校教育及び社会教育の各分野を横断して教育を総合的に捉え、高
等教育においては成人の受け入れや社会教育の推進等が提案された。一方、１９７２（昭和４７）
年にはユネスコの第３回世界成人教育会議が東京で開かれ、「生涯教育における成人教育
の意義と役割」を主題とした議論が交わされた。
　こうして「生涯教育」についての考え方は広く一般的なものとなってきたが、更に１９８６

（昭和６１）年及び１９８７（昭和６２）年の臨時教育審議会第２次・第３次答申では、「生涯学習」
の概念が前へ押し出され生涯学習体系への移行が強く提唱されており、１９８７年８月の最終
答申において、生涯学習体系への移行の考え方と生涯学習体制の整備の具体的方策が取り
まとめられた。また、１９９０（平成２）年１月の中央教育審議会答申「生涯学習の基盤整備」
においては、生涯学習の基盤整備のための施策の１つとして、都道府県に生涯学習推進セ
ンターを設置し、また大学・短期大学には生涯学習センターの設置を期待するとの提言が
示された。
　ところで、国立大学は戦後の高等教育政策の中で「一県一大学」という基本方針に沿っ
て各県に設置されていた。そのため、１９６０年代の経済の高度成長期にあっては、社会が必
要とする専門知識を有する人材を育成する場となり、例えば、１９７０年代の医師・歯科医師
不足にあっては、大都市圏を中心に私立大学医学部が発足したために懸念された医療格差
に対して全国的な均衡を保つ機関となった。このように、国立大学は発足当初から、国家
として必要な人材を地域に供給し得る機関となっていた。
　こうした時代背景の中、本学においても前述した第６期熊本大学改革委員会報告「大学
の大衆化と教育研究上の現状とその問題点」（１９８２年４月２日）において、「地域社会と熊
本大学」と題し、特に地域との関係を軸に、大学開放の現状やその必要性が述べられた。



337第４編　大学の「多角化」と熊本大学

大学は、人文科学、社会科学、自然科学などあらゆる分野の研究を研究者の自由な発想によ
り、創造的に展開させ、発展させるとともに、その研究の成果をふまえて、優れた人材を養
成することをその本来の使命とする。
この大学の主体性の下に、可能な限り社会の各層、各方面からの個別的、具体的要請に対応
していくことが望ましい。
学部や学問の内容や性格によって大学の社会への対応は形態、規則も様々であろう。
かつて大学が「象牙の塔」といわれた時にあっても決して社会と全く無縁であったわけでは
ないだろう。大学は、教育・研究という本来の機能を果たすと同時に、自らの独善性を排
し、自主性を尊重しながらその研究の成果を通して、閉鎖性を乗り越えて、地域社会に開か
れてしかるべきであろう。
たとえば、医学部附属病院は医学部専門課程及び大学院医学研究科における臨床医学教育と
研究の場としての本来的・第一義的機能を果たすとともに地域社会における指導的な医療セ
ンターとしての機能を果たしているのはその例であって、他のいかなる分野の学問とはいえ
ども、社会とは決して独立、孤立しているものとは考えられない。
教官各自は、学術論文、著書、研究発表を通して、又は地域社会の諸問題解決のための専門
的スタッフとして参与すること等によって個人レベルで社会に貢献しているのである。
他方、公的にも大学という機関を通して深く社会との係わりを持っている。
すなわち、大学が主催する開放講座や放送利用による公開講座などの社会的サービス機能を
持っている。
本学では、各学部がその特色をいかして一般市民、地域住民の教養の資質の向上を目指し
て、公開講座を開設している。
放送利用による公開講座は、一般社会人や家庭婦人を対象にして、文部省、放送教育開発セ
ンターの協力を得て実施されている。
昭和５５年にその第１回目の講座が開設、医学部による「生活の中の医療」（テレビ）、教養部
による「文化と宗教」（ラジオ）、５６年には、工学部が「現代の工学」（テレビ）、教育学部が「家
庭と教育」（ラジオ）をそれぞれ放送・放映を行い、その成果が期待されているところである。
生涯教育への関心の高まる中で、広く社会人に対する奉仕を目指して行われているこれらの

「講座」には、いまだ未知数の部分もあるが、今後の活動成果に期待するところ大である。
さらになお、本学が制度上公的に社会にその門戸を開いているものには、研究生、聴講生、
選科生などの制度があり、利用されている。その性格、目的にはそれぞれ学部により相違が
みられるものの、すべて各学部教授会の議を経て運営されている。
このように見てくれば、既に明らかなように、熊本大学は、例えば公開講座によっても十分
に「開かれた」大学になっているとの感を強くするのである。今後の量的・質的充実が期待
される。59

　以上のように、本学においても時代に即応した形で大学の開放が進められている現状が
説かれた。

（２）公開講座の実施
　社会教育審議会や中央教育審議会の答申等が出され、全国的に「生涯学習」の概念が浸
透する以前にも、熊本大学では「開放講座」（後の「公開講座」）を実施していた。その初
出は１９６３（昭和３８）年の薬学開放講座（薬学部が実施）である。これは文部省社会教育局の
委嘱によるもので、この年に薬学部が実施した講座は、医薬に対する一般知識の向上を図
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ることを目的としたものであった。講座開催にあたっては、地元新聞紙等で告知が行わ
れ、教員・公務員・主婦・会社員など５１名（定員４０名）が参加した60。この文部省の委嘱に
よる開放講座は各学部がそれぞれ開講するか否かを毎年検討しており、年によって開講す
る学部や内容はさまざまであった。例えば、翌１９６４（昭和３９）年は、法文学部が法律に対
する関心を高めることを目的として「法と社会」をテーマとする講座を、１９７０（昭和４５）年
には理学部が理化学に対する専門知識・一般教養を深めてもらうことを目的とする講座

（テーマ名は不明）をそれぞれ開催している。また、１９６５（昭和４０）年には法文学部と薬学部
の２学部が開催するなど、複数学部が開催する年もあった。
　１９７０年代半ばになると各学部の教授会では「開放講座」については実施を見送る動きが
あり、１９７０年代末から１９８０年代にかけては、従前から講座を実施していた法文学部の法科

（後の法学部）と教育学部・教養部を中心に「公開講座」が実施された。教養部で公開講座
が始まったのは１９７５（昭和５０）年度のことである。この前年度である１９７５年３月１８日の教
養部教授会において、文部省委嘱分の公開講座について開催の希望があれば具体案をもっ
て審議することが告げられると、同月２４日の教授会において「情報化社会と人間」と題す
る講座開設の案が出されたことから、これを了承し、以後は毎年テーマを変えて公開講座
が実施された。また、教育学部では、１９７５年度分から「公開講座」について希望の有無が
教授会の議題に上がるようになり、１９７８（昭和５３）年３月１４日の教授会において公開講座
実施の方向性が示された。ここで実施計画立案のための委員会の設置が承認され、文系・
理系・教職関係・実技系から各１名を学部長が選任することが決まった。同年１２月１３日の
教授会において「公開講座実行委員会の設置について」が諮られると、これが承認され同
年度から教育学部の公開講座が始まった。なお、一般向けではないが、教育学部では大学
発足当初より現職の教職員向けの公開講座である「現職講座」や県の認定講習を実施して
いた。法学部は、既に述べたように本学が文部省委嘱の「開放講座」を実施し始めた当初
より参加していたが、１９７９（昭和５４）年の法文学部分離改組を機に、「開放コース」という
全国的にも極めてユニークな取り組みを開始した。これは公開講座とは異なる制度に基づ
くものであり、大学で行われている体系的カリキュラムにより近い形の講座で社会人教育
の充実を図るものである。対象者を高等学校を卒業した者又はそれと同等以上の学力があ
ると認められた者に限り、作文と面接による選考を行って「共通講座」（学部の専門科目の
うちから指定された科目）と「公開講座Ⅱ」（開放コースのために開講されたもの）を受講させ、
その上で「共通科目」を履修して試験に合格した者に修了証書を授与するとしたものであ
る。全国でも類を見ないこの取り組みには世間の注目が集まったが、毎年定員を満たすこ
とができずかつ修了する者がいなかったこと、１９８１（昭和５６）年度以来３年間受講希望者が
集まらなかったことから、１９８４（昭和５９）年度に開講をいったん中止することになった61。
また、１９７９（昭和５４）年に発足した医療技術短期大学部においても公開講座開講の方針が
議論され、１９８３（昭和５８）年度より公開講座が開始された。
　以上のような対面式の授業だけでなく、１９６０年代後半には、広く社会人などに大学教育
の機会を提供するとともに、放送を利用することで既存大学の教育内容・方法の改善に資
することが期待されるようになった。１９６７（昭和４２）年１１月、教育分野における放送の利
用を一層促進する観点から「映像放送及びFM放送による教育専門放送のあり方について」
の審議が社会教育審議会で始まり、１９６９（昭和４４）年３月に答申が出された。教育の機会
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拡大と放送利用の必要性、教育専門放送の充実等を提案したこの答申は、直接に放送大学
の構想を打ち出すものではなかったが、その後イギリスのオープン・ユニバーシティ（「公
開大学」）構想が具体化してきたことなどから、放送を主たる教育手段とする独立大学・放
送大学構想の気運が盛り上がった。１９６９年１０月の閣議において放送大学の検討を始めるこ
とについての報告が行われると、文部省・郵政省や自由民主党等に放送大学について検討
するための各種の会議が設けられた。そして１９７５（昭和５０）年１２月、文部省が「放送大学
の基本計画に関する報告」を取りまとめ、１９７８（昭和５３）年１０月に国立大学の共同利用機関
として放送教育開発センターが設置された。また、１９８３（昭和５８）年４月には放送大学が
設置され、１９８５（昭和６０）年４月から学生の受け入れを開始した。
　こうして放送教育開発センターを中心に、国策として放送を利用する公開講座の実施が
進められたが、この一環として、生涯学習教育を主たる目的とする放送大学とは別に、「放
送利用の大学公開講座」が実施された。「放送利用の大学公開講座」とは、「放送を通じて
大学がその教育研究の成果を広く一般社会人に開放し、生涯教育の効果的推進を図るとと
もに、放送利用による大学教育の内容及び方法の改善に関する研究開発を行うための事
業」とされ、「この事業は、大学共同利用機関である放送教育開発センターが大学の協力
を得て行う共同研究開発プログラムのひとつである」と位置づけられた62。これにより各
国立大学で放送による大学公開講座が行われるようになり、当初は東北大学・金沢大学・
広島大学で実施された。１９７９（昭和５４）年９月、文部省より熊本大学に九州地区における
放送を利用した公開講座実施大学として照会があった旨が評議会で報告された。また、議
長からは、これを実施する場合は予算面の裏付けがあり、また電波を利用しての発表とい
うメリットも考えられる旨の付言があった63。同年１０月の部局長会議において各部局等の
意見が聴取され、協議の上これを受諾することとなり、同日の評議会で実施が決定した。
１９８０（昭和５５）年１月２８日付で「熊本大学放送教育実験実施委員会要項」が施行され、放送
教育実験実施委員会が発足した。そして同年１０月より、テレビ講座「生活の中の医療」と
ラジオ講座「文化と宗教」がそれぞれ全１３回のシリーズとして開講された。以後も、毎年
テレビ・ラジオを通じて放送公開講座を実施した。この放送による公開講座は、当初３年
間だけの実験実施ということで、本学では１９８１（昭和５６）年度をもって一応終了すること
になっていたが、放送教育開発センター側から以後も引き続いて実施願いたいとの要望が
あったことから、この実施を十分評価できるものと判断し、前向きに取り組んでいくこと
になった64。続く３ヵ年の実施にあたっては、これまでの学部中心の企画を改め、社会の
要望に応えるという観点からテーマを決定し、その内容に即した教官陣容により講座を実
施することとして各部局に協力依頼がなされた。１９８３（昭和５８）年には、放送を利用して
行う大学公開講座の実施を促進するために放送教育実験実施委員会を整備充実させた「放
送公開講座実施委員会」が設けられた。この委員会のもとに「企画専門委員会」（学生部長
と各部局選出の実施委員会委員及び放送番組制作者で構成され、テーマや日程等に関する事項を
審議）、「実施専門委員会」（学生部長と担当講師及び放送番組制作者で構成され、講座の内容等
に関する事項を審議）、「調査専門委員会」（学生部長及び当該年度・前年度の主任講師で構成さ
れ、学習効果促進のための方策や講座の授業への活用等に関する事項を審議）の３専門部会が
設けられ、これらの事務を学生部学生課で所管した。
　放送を利用した公開講座は、対面式の講座よりもより広い範囲で多くの受講者が見込め
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ることから、さまざまな工夫が凝らされた。「大学が実施する」「放送」というメディアを
利用した講座という面から、学術的なテーマを設定する一方で、テレビやラジオに馴染み
やすいものとなりうるのか、テーマ選定の段階から番組制作者側の意見を取り込むように
工夫した。また、県や市が実施する社会教育活動とも連携し、効果的な講座となるように
県や市の社会教育担当者の参加も得て大学と社会教育を円滑に結びつけるよう努力した。
そのほかにも、毎年テレビ科目とラジオ科目が設定されたことから、一方が教養的であれ
ば他方は実用的、一方が総合的であれば他方は分野別的、一方が普遍的であれば他方は地
域的にといった配慮がなされた。特に地域性を重視して盛り込んだ「地域課題」について
は、講座が「大学教育」の開放であるという趣旨から、それが地域課題の解説にとどまる
ことのないよう、例えば「熊本の文学」をテーマとする場合は、これが日本文学の流れの中で
どのように位置づけられるのかについて、地域から全体像への道程を明らかにするといった
工夫がなされた。また、こうして工夫を重ねた講座の学習効果を促進するために、１９８２（昭
和５７）年度からは県内各地でスクーリング（面接指導）を実施した。表６に見るように、毎年

地域を変え新規受講者の
獲得に努めた結果、１９８６

（昭和６１）年度から定員を
１００名から５００名に増やし
たにもかかわらず、定員
をはるかに超える受講生
を確保することができた。

（３）単位互換制度の開始
　１９７２（昭和４７）年３月１８日、文部省令第５号により大学設置基準が、また同省令第６号
によって学校教育法施行規則がそれぞれ一部改正された。これは、所定の条件のもとで学
生が国内及び外国の大学において授業を受け、単位を修得できるようにすることにより、
国内外にわたる大学間の交流と協力を促進して教育内容の充実を図ることを主旨として行
われたものであり、大学間の横の関係を通じて教育研究活動が更に活発に行われることが
期待された65。
　この改正については同年３月３０日付で文部省から各大学に通達され、本学においては、
同年４月２２日に事務局長名で各部局長に通知された。また、これに合わせた規則の改正が
進められ、１９７３（昭和４８）年２月２２日の評議会において「熊本大学学則」が、同年３月２２日
の評議会において「熊本大学大学院学則」がそれぞれ改正され、同年４月１日から単位互
換制度が施行された。
　従来の制度では、大学を卒業するためには、自己の入学した大学において４年（医学部
においては６年）以上在学し、一般教育科目・外国語科目・保健体育科目・基礎教育科目
及び専門教育科目の合わせて１２４単位以上取得することが要件とされており、所属する以
外の大学で習得した単位は、卒業要件の単位として換算することは認められていなかっ
た。１９７２（昭和４７）年の制度改正及び１９７３（昭和４８）年の学則改正によって大きく変わった
のは、「大学が教育上有益と認めるとき」、他大学との協議に基づき学生が当該大学の授業
科目を履修することを認め、学生が修得した単位は、３０単位を超えない範囲で課程修了又
は卒業の要件となる単位として取り扱うことができるようになった点である。なお、「大

媒体 ラジオ テレビ
1982年 荒尾
1983年 荒尾、八代
1984年 荒尾、天草
1985年 荒尾、八代
1986年 山江、大津、天草、松橋 湯前、菊池、鹿央、五和
1987年 西合志、一宮、八代、五和 小川、玉東、鹿央、人吉

表６　放送公開講座スクーリング会場
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学院学則」改正によって、大学院学生についても、他の大学院において修得した単位は修
士課程では１０単位、博士課程では２０単位まで換算することができ、医学部の専門課程につ
いてもこの制度に準じた単位互換ができるようになった。
　単位互換制度の実施にあたっては、いくつかの条件が課された。まず、「大学が教育上
有益と認めるとき」とは、学部又は研究科の教育的配慮のもとで、学生の好み等の個人的
判断による履修ではなく、大学が通常必要とされる授業科目を既に開講していることを前
提として更にカリキュラムの内容を豊富にしようとする場合を指した。また、他の大学と
の協議に基づくことも条件とされたが、具体的には①授業科目及び単位、②対象となる学
生数、③単位の認定方法、④聴講期間、⑤聴講料等の費用の取り扱いなどを取り決め、文
書を取り交わす必要があった。
　こうして実施される単位互換制度のもとで他大学で授業を履修する場合、学生の身分は
受け入れる大学側では「特別聴講学生」と呼称されることになり、国立大学間においては、
授業料を一切徴収しないことになった。
　更にこの新制度では、外国の大学へ留学する際の取り扱いについても定められた。本学
の学生が外国の大学へ留学する場合、その留学の内容が教育上有益であると判断されると
きは、外国の大学で修得した科目について、３０単位を超えない範囲で本学の単位に換算す
ることができるようになった。ただし、「外国の大学」とは正規の高等教育機関であり、
学位授与権を有するものか又はこれに相当する教育研究機関に限られた。単位の換算につ
いても、履修・評価の形態が日本とは異なることから、十分な実態調査を必要とし、最も
適切な方法をとる必要があった。外国の大学への留学についても、国内大学との単位互換
と同様に十分な実態調査と大学間の事前協議を必要とした。
　単位取得の制限があるものの、従来は、学生が外国の大学に留学する場合は休学扱いと
して単位が換算されなかったことを考えると、極めて弾力的な措置といえるものであっ
た。また、規則の施行時点で休学して外国の大学で学修している者についても、その実態
を調査の上、上述のような措置をとることによって、場合によっては留学に切り換えるこ
とができるようになった。
　なお、単位互換の際の授業料徴収については、国立・公立・私立・外国の大学間で異なっ
ており、整理すると表７のようになる。

パターン 区　分 A大学において徴収する額 B大学において徴収する額 備　考
1 国立扌国立 正規の授業料 一切徴収しない

2 国立→公私立 正規の授業料 大学間の協議により定めるところに
よる

３の受入れ大学
の取り扱いに準
じて定めること
が適当である

3 公私立→国立 当該公私立大の定めるところに
よる

検定料、入学料は徴収しない。授
業料は、現行の聴講生に準じた額
とする

4 国立→外国の大学 正規の授業料
（留学期間の免除はない）

大学間の協議により定めるところに
よる

5 外国の大学→国立 当該外国の大学の定めるところに
よる ３の場合に同じ

6
公私立→公私立
　扌
外国の大学

（大学間の協議により定めるところによる）

表７　単位互換制度における授業料徴収パターン
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　このような学則・大学院学則の改正を受け、各学部・研究科の規則についても順次改正
が行われ、それぞれで単位互換制度の運用が始まった。まず、１９７４（昭和４９）年７月１日
に「医学研究科規則」の一部改正及び「医学研究科における他の大学院の授業科目を履修
する学生の取扱に関する実施細則」「医学研究科における特別聴講学生に関する実施細則」
が施行され、同年４月１日より適用されることになった。この規則改正・制定が認められ
た同年６月２０日の医学部定例教授会及び医学研究科委員会において、研究科学生１名の単
位互換制度に基づく留学についての審議が行われ、カナダ・トロント大学医学研究科への
派遣が承認された。
　その後、１９７６（昭和５１）年７月１５日に法文学部規則が、１９７７（昭和５２）年６月１日に教育
学部規則が、１９７８（昭和５３）年４月１日に理学部規則がそれぞれ改正されるなど、各学部・
研究科でも次々と単位互換制度に対応するための規則が制定された。
　１９８４（昭和５９）年１０月１５日、文部省は大学教育の弾力化を図るため、他大学での科目履
修を認める単位互換制度を各大学が積極的に推進するように、指導を強化していく方針を
決めた66。１９７２（昭和４７）年の大学設置基準と学校教育法改正から１０年以上が経過してお
り、１９８４年時点で全国の国公私立大学の３８．６%（１７６校）が単位互換制度の規定を設けてい
たが、実施しているのは全大学の２０．８%（９５校）にすぎない状態であった。また１９８５（昭和
６０）年には、大学基準協会が、大学の編入学や単位互換に新基準を設定することや推薦入
学生の大幅導入等を盛り込んだ研究報告書を文部省に提出した67。これらの要請を受けた
各大学では、単位互換制度の浸透に向けた活動が進められた。本学においては１９９４（平成
６）年７月２５日、熊本大学法学部・熊本県立大学総合管理学部・熊本学園大学商学部及び
経済学部の間で、全国で初となる国立・公立・私立大学間での単位互換に関する協定が締
結された。この単位互換制度は、翌１９９５（平成７）年４月１日より開始することとなった。
当初は、大学を越えて受講する際には１単位１万２，５００円の受講料を支払う必要があった
が、１９９７（平成９）年度の関係４学部の学部長合意により「大学間総合単位互換協定に基
づく特別聴講学生に対する授業料の相互不徴収の実施に関する協定」が締結され、利用者
の拡大が図られた。

２　国際交流
　１９７４（昭和４９）年、中央教育審議会が「教育・学術・文化における国際交流について」の
答申を行った。答申では、国際化の養成に応えるための人・者・情報の直接的な交流の拡
大のための諸施策が提示され、国内の教育課題として初めて国際社会に生きる日本人の育
成が指摘された68。同年には、ユネスコにおいても国際理解教育に関する勧告が採択され
ている。この頃、社会の広い分野にわたり「国際化」の必要性が指摘され始め、留学生交
流の活発化、帰国子女の増加、日本に居住する外国人の増加などに対する政策が求められ
るようになっていた。１９５６（昭和３１）年にも中央教育審議会は「教育・学術・文化に関す
る国際交流の推進について」の答申で国際交流推進のための枠組みを示していたが、「国
際化の時代」に突入する中にあって、改めて基本的な枠組みが必要となったため、１９７４年
の答申を出すに至ったのである。この１９７４年答申では、従来の国際交流が政治的・経済的
側面に偏りすぎていたことを反省するとともに、国際社会において信頼と尊敬を受けるに
足る日本人の育成と、国家相互の連帯と発展向上の基盤たるべき教育・学術・文化に関す
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る国際交流活動の抜本的拡充・改善の必要性が強く指摘された。そして、こうした指摘を
踏まえた積極的な重点施策として、国際社会に生きる日本人の育成、交流事業の拡大、組
織体制の整備、外国人受け入れ環境の整備、発展途上国に対する協力及び外国人に対する
日本語教育の振興について具体的な施策の方向が示され、以後はこれに基づいて各般の施
策が講じられることになった。
　さて、戦後の我が国における本格的な留学生受け入れは、１９５２（昭和２７）年のインドネ
シア政府派遣留学生が最初であり、１９５４（昭和２９）年には「国費外国人留学生招致制度」が
開始された69。一方、熊本県では、１９６２（昭和３７）年度より県費留学制度を設け、留学生受
け入れを開始した。このほかにも、私費による留学があった。本学においては数は多くな
いものの、開学当初より国費・県費・私費等による海外からの留学生の受け入れを行って
いた。１９５５（昭和３０）年には前年度に日本へ来た香港華僑留学生を受け入れるための特別
試験を行い、１９６１（昭和３６）年にはインドネシア賠償留学生２名を受け入れた。こうした
中、１９６１年３月１日に学則が改正されるとともに、「熊本大学外国人学生規則」が施行さ
れ、大学として外国人留学生を正式に受け入れる制度が設けられた。入学志願者の選考
は、当該学部が出身学校の状況を考慮しながら、修学に必要な程度の言語能力と筆記能力
をそれぞれ考査することとなった。１９６３（昭和３８）年には、熊本県の県費留学制度に基づ
き、ブラジルからの留学生１名を受け入れることが決まった70。また、同年には外国人学
生規則を廃止して新たに「熊本大学外国人留学生規則」を設け、学則も改正した。新たな
規則では、外国人留学生に対して日本語科目及び日本事情に関する科目を置くことができ
るようになり（学則第７０条第２項）、入学資格や入学手続き、履修方法・卒業要件等が以前
の規則よりも明確に定められた。
　１９７０年代に入ると、国際交流がより活発化してきた。中でも本学の国際交流の転換点と
して位置づけられるのが、米国・イリノイ州立大学研修団による研修である。１９７４（昭和
４９）年、イリノイ州立大学（ISU）から留学生交換についての申し入れがあり、同年８月１５
日にISUの要望事項に基づく熊本大学とISUの会談が持たれた。このときの記録によると、
ISU側には１９７５（昭和５０）年９月に日本にアジア研究センターを設置したい希望があり、そ
の候補地（学生受け入れ先）として地方大学である熊本大学がふさわしいと考えて、４ヵ月
の長期研修受け入れを打診したとある71。これについて各部局での検討がなされ、１９７４年
９月２６日の評議会で、「イリノイ州立大学との留学生交換について」の意見が聴取された。
評議会では、ISUのプランの窓口となっていた教育学部から、本学への申し入れの内容が
一方的である（相互の受け入れ条件が違いすぎる）ため、条件について対等に話し合いがつ
いたときに受け入れを検討することとし、ISUが計画する１５名の留学生受け入れは教育学
部のみでは困難であることから、学内の体制を整え、希望する学科に分属させるのが良い
のではとの意見が出された。他の部局からはISUの研修受け入れについての積極的な意見
は出されなかったが、留学生の受け入れ・派遣に際し生じる単位認定等の問題があること
から、今後先方と具体的問題について十分に協議し、再度検討していくことになった。そ
の後も受け入れ条件等についてのやりとりが続けられたが折り合いがつかず、１９７５（昭和
５０）年１月９日の評議会において、ISUからの長期研修は受け入れられない旨を回答した
ことが報告された。
　ところで、この間の１９７４（昭和４９）年８月、日本について学ぶため熊本を訪れていたISU
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は熊本大学を訪問しており、夏季の短期研修の一環として、研修参加者の一部と本学教育
学部学生とが一緒に熊大阿蘇研修所で合宿研修を行っていた。上記のように長期研修につ
いては受け入れがたい状態にあり、審議が重ねられている状態であったが、翌年度のイリ
ノイ州立大学夏季研修会を本学で初開催することが決まり、１９７５（昭和５０）年２月の評議
会で「イリノイ州立大学夏季研修会実施委員会」の設置が決まった72。また、学長からの
諮問事項として、同年４月１日に発足した熊本大学教育委員会でISUの長期研修の件が審
議されることになった。
　教育委員会は、長期研修受け入れの可否については、まず夏季研修の受け入れから出発
してその経過を見ることが妥当であるとの見地から、１９７５（昭和５０）年度の状況を分析し、
その内容を「イリノイ州立大学との国際交流についての中間答申」として１９７６（昭和５１）年
３月１５日に学長に提出した。夏季研修に対してISUから高い評価が下された現状を紹介し
つつ、なお残る問題点を審議するとともに、本学学生の派遣についても検討した。そして
１９７７（昭和５２）年３月２２日、「イリノイ州立大学との国際交流についての答申（本学学生の夏
季研修について）」が出された73。答申では、教育委員会が学生に対して行った夏季研修参
加についてのアンケートを分析した結果、学生が夏季研修の実施を期待しており、また、
夏季研修が国際交流における相互平等の原則にかなうことから、速やかに具体化すること
が適当であると結論づけられた。審議の中では、もともと教育大学のため教員養成が盛ん
なISUだけでなく、より広い専攻を包含するイリノイ大学とも提携することなども意見と
して出された。そして、イリノイ州立大学との夏季研修については、計画実行のための専
門委員会の設置が必要であるが、これを単にイリノイ州立大学との夏季研修だけでなく、
国際交流に関するすべての業務を一元的に取り扱う常置委員会「国際交流委員会（仮称）」
とすることが望ましいと提言された。
　こうして１９７７（昭和５２）年６月、法文学部と教育学部の３名を本学初の国費留学生とし
てイリノイ州立大学へ送り出すと、８月にも第２陣を送り出すなど、学生の相互派遣・受
け入れが始まった74。しかし一方で、急激な円高によりイリノイ州立大学からの来学が困
難となり、夏季研修会は１９７６（昭和５１）年度をもって一旦終了となり、その後の大学間の
研修受け入れはしばらく途絶えることとなった。その後１９８１（昭和５６）年、熊本大学と財
団法人日本国際教育協会の共催による国際大学交流セミナーがオーストラリアのニュー
カッスル大学日本語講座の学生を迎えて実施されることが決まり、これが５年ぶりの外国
の大学生の研修受け入れとなった75。
　ISUとの夏季研修は途絶えてしまったものの、教育委員会の答申に記された常置の国際
交流委員会についての検討が１９７７（昭和５２）年４月２８日の評議会から開始され、学生部委
員会と評議会第１部会の検討を経て、同年１０月１日に「熊本大学学生国際交流委員会規則」
が制定・施行され、国際交流についての専門委員会が発足した。委員会は、交流する外国
の大学等の選定に関すること、外国の大学等への学生派遣に関すること、外国の大学学生
の受け入れに関すること等を審議することとされ、学長・各学部長・教養部長・学生部長
及び各学部と教養部の教員各１名で構成された。
　学生国際交流委員会発足以後は、国際交流に関する事項の審議はこの委員会で行うこと
になったが、委員会の設置とは別に、ISU以外の大学との国際交流を望む意見もあったこ
とから、教育委員会においても引き続き国際交流についての独自の検討・調査が行われ
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た。教育委員会は１９７８（昭和５３）年１０月２３日に「国際交流について（答申）」を学長に提出し、
①国際交流の相手大学については、多くの大学が複数大学との交流を行っていることか

ら、本学でも更にいくつかの大学との間で正式な交流を行うように努めることが望ま
しい

②派遣学生の費用については、大学としてできる限り多くの学生が国費による留学が可
能になるように努めることが大切であり、どのような形態による留学であっても、相
手大学等での習得単位と本学の単位との互換は平等に遇せられるべきである

③派遣期間は、長期の場合、本学の学年開始期・終了期と合致しないことも考えられる
ことから、できるだけ長期の留年にならないよう配慮することが望ましい。短期交流
の場合は、その都度、学生国際交流委員会が年度ごとの交流プログラムに従って単位
互換の具体的調整を行う

④派遣学生の選抜は、学生国際交流委員会が行う。派遣にあたっては、相手大学での授
業聴講に耐え得るだけの語学力養成のため、教育条件の整備により一層努力を傾ける
べきである76

との主に学生の派遣を中心とする提言がなされ、学生の受け入れについては学生国際交流
委員会を通じて幅広い受け入れが可能となるように努力すべきであるとした。また、諸外
国に向かって開かれた大学を目指す以上は、国内にあっても当然開かれた大学を指向すべ
きであり、国内の他大学との交流にも心がけるとともに総合大学としての実をあげる上で
は、学部間・学科間においても、教育・研究上の交流が望まれることが付言された。
　１９７８（昭和５３）年からは、毎年オーストラリアのニューカッスル大学への学生派遣（国費
留学）が行われるようになった77。『熊本大学概要』『学生案内』等によると、１９７７（昭和５２）
年度以降に熊本大学から派遣された留学生数は表８のとおりである。表からは派遣学生数
や派遣先の大学が年々増えている様子が窺える。

年　度 区　分 派遣国名 大学名 派遣人員 小計 合計

1977 学生国際交流制度 アメリカ イリノイ州立大学 1 1 2教員養成大学・学部　学生海外派遣制度 アメリカ イリノイ州立大学 1 1

1978
学生国際交流制度 アメリカ イリノイ州立大学 1 1

3教員養成大学・学部　学生海外派遣制度 アメリカ イリノイ州立大学 1 2オーストラリア ニューカッスル大学 1

1979
学生国際交流制度 アメリカ イリノイ州立大学 1 1

3教員養成大学・学部　学生海外派遣制度 アメリカ イリノイ州立大学 1 2オーストラリア ニューカッスル大学 1

1980
学生国際交流制度 アメリカ イリノイ州立大学 1 1

3教員養成大学・学部　学生海外派遣制度 アメリカ イリノイ州立大学 1 2オーストラリア ニューカッスル大学 1

1981
学生国際交流制度 アメリカ イリノイ州立大学 1 1

5教員養成大学・学部　学生海外派遣制度 アメリカ イリノイ州立大学 1 4オーストラリア ニューカッスル大学 3

1982
学生国際交流制度 アメリカ イリノイ州立大学 1 1

4教員養成大学・学部　学生海外派遣制度 アメリカ イリノイ州立大学 1 3オーストラリア ニューカッスル大学 2

1983
学生国際交流制度 アメリカ モンタナ大学 1 2

6オーストラリア ニューカッスル大学 1

教員養成大学・学部　学生海外派遣制度 アメリカ モンタナ州立大学 2 4オーストラリア ニューカッスル大学 2

表８　1970年代末～1990年代初頭までの熊本大学派遣の留学生数
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年　度 区　分 派遣国名 大学名 派遣人員 小計 合計

1984

学生国際交流制度 オーストラリア ニューカッスル大学 2 2

7教員養成大学・学部　学生海外派遣制度 アメリカ モンタナ州立大学 2 4オーストラリア ニューカッスル大学 2
トルコ政府奨学金 トルコ イスタンブール工科大学 1 1

1985
学生国際交流制度 アメリカ モンタナ大学 1 3

7オーストラリア ニューカッスル大学 2

教員養成大学・学部　学生海外派遣制度 アメリカ モンタナ州立大学 2 4オーストラリア ニューカッスル大学 2

1986

学生国際交流制度 アメリカ モンタナ大学 1 3

10
オーストラリア ニューカッスル大学 2

教員養成大学・学部　学生海外派遣制度 アメリカ モンタナ州立大学 2 4オーストラリア ニューカッスル大学 2
私費 アメリカ モンタナ州立大学 3 3

1987

学生国際交流制度 アメリカ モンタナ大学 1 4

12

オーストラリア ニューカッスル大学 3

教員養成大学・学部　学生海外派遣制度 アメリカ モンタナ州立大学 2 3オーストラリア ニューカッスル大学 1
中国政府 中国 山東大学 1 1

私費
アメリカ

モンタナ州立大学 1

4
アリゾナ大学 1
ミシガン州立大学 1

オーストラリア オーストラリアン　カレッジ
オブ　イングリッシュ 1

1988

学生国際交流制度 アメリカ モンタナ大学 1 3

11

オーストラリア ニューカッスル大学 2

教員養成大学・学部　学生海外派遣制度 アメリカ モンタナ州立大学 1 3オーストラリア ニューカッスル大学 2
中国政府 中国 山東大学 1 1

私費

中国 北京外国語学院 1

4アメリカ モンタナ州立大学 1
アリゾナ大学 1

オーストリア ウィーン工科大学 1

1989

学生国際交流制度 アメリカ モンタナ大学 1 3

10

オーストラリア ニューカッスル大学 2

教員養成大学・学部　学生海外派遣制度 アメリカ モンタナ州立大学 1 3オーストラリア ニューカッスル大学 2
熊本市 アメリカ インカーネットワード大学 2 2
私費 アメリカ モンタナ州立大学 2 2

1990

学生国際交流制度 アメリカ モンタナ大学 1 4

11

オーストラリア ニューカッスル大学 3

教員養成大学・学部　学生海外派遣制度 アメリカ モンタナ州立大学 1 3オーストラリア ニューカッスル大学 2
熊本市 アメリカ インカーネットワード大学 2 2

私費 中国 北京師範大学 1 2アメリカ ソノマ州立大学 1

1991

学生国際交流制度 アメリカ
モンタナ大学 1

3

6

ノースカロライナ大 学
シャーロット校 1

オーストラリア ニューカッスル大学 1

教員養成大学・学部　学生海外派遣制度
アメリカ モンタナ州立大学 1

3オーストラリア ニューカッスル大学 1
イギリス ダラム大学 1

『熊本大学概要』『学生案内』等より作成
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　なお、この時期の留学生受け入れ数は表９のとおりである。表からは１９８２（昭和５７）年
頃から本学へ留学する学生が増えていることがわかる。また、当初はアジア中心であった
ものが、同時期より欧州やアフリカ等からの留学生受け入れも行われるようになった。

年 アジア 中南米 欧　州 北　米 アフリカ 大洋州 中近東 計
1975 26 2 0 1 0 0 0 29
1976 24 3 0 0 0 0 0 27
1977 22 2 0 0 0 0 0 24
1978 11 3 0 1 0 0 0 15
1979 16 0 0 1 0 0 0 17
1980 22 5 0 0 0 0 0 27
1981 25 5 2 0 0 0 0 32
1982 30 4 4 0 1 1 0 40
1983 36 5 1 1 1 1 0 45
1984 34 5 0 1 1 1 0 42
1985 46 2 0 0 1 1 0 50
1986 40 4 1 3 0 1 0 49
1987 54 9 4 4 0 2 0 73
1988 68 3 4 4 1 2 0 82
1989 84 9 0 4 3 1 3 104
1990 89 6 6 6 3 1 3 114
1991 93 7 8 3 5 2 4 122
1992 118 5 10 4 4 1 3 145
総計 838 79 40 33 20 14 13 1,037

『熊本大学における国際交流』（熊本大学庶務部庶務課、1992年6月）

表９　熊本大学の留学生総数及び出身地域別留学生の推移（1975年～1992年）

　このように本学への留学生が増えていく中、１９７９（昭和５４）年１２月に大学と留学生との
初めての懇談会が持たれた。翌年１月には留学生２３名により「熊本大学留学生会」が発足
し、同会によって、留学生のための日本語科目の開設や集会所の提供を求める要望が大学
側に提出された78。要望を受けた本学は、１９８１（昭和５６）年４月に留学生のための日本語及
び日本事情についての授業科目（「日本語Ⅰ」２単位、「日本語Ⅱ」２単位、「日本の科学技術」４
単位）を開設するとともに、１９８２（昭和５７）年４月には、同窓会館２階部分を留学生の研修・
会合の場とするため大学規則の改正が行われた79。その後も外国人留学生の増加に伴い、
授業内容の更なる充実が図られ、１９８３（昭和５８）年には留学生向け特別教科「日本の事情」
４単位が、１９８４（昭和５９）年４月には「日本語Ⅲ」２単位が開設された。また、１９８６（昭和
６１）年４月からは、「日本の科学技術」「日本の事情」を改め、「日本語Ⅳ」２単位、「日本事
情Ⅰ」２単位、「日本事情Ⅱ」４単位、「日本事情Ⅲ」４単位となった。
　なお、第１節でも述べたとおり、１９８２（昭和５７）年４月に出された第６期熊本大学改革
委員会の報告には、本学が今後検討すべき事項の柱の１つとして「国際化をめぐる諸問題」
が挙げられていた。まず１つ目の問題点は、「外国人留学生の受け入れ」で、留学生の現
状としては①日本の大学で教育を受けるに足る日本語の学力不足、②外国語（英・独・仏）
の学力不足、③宿舎の確保（留学生会館）、④受け入れ態勢の充実の諸点に問題があるとさ
れた。第２の問題点は「留学生の派遣」であり、本学が留学生の受け入れ中心から派遣へ
と一歩前進したことは評価しつつも、派遣留学生の数が少ないこと、その原因の１つに外
国語能力が不足していることを挙げ、大学内に語学（強化）センターなどの設立を策定す
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ることも一計であるとした。第３の問題点は、「研究者レベルでの国際交流」であり、今
後研究者レベルでの国際文化交流はその重要性を増すことは必定であることから、研究者
の交流・海外派遣、外国人研究者の招聘、研究者の相互交換、文部省在外研究員制度、外
国人教師の採用などを一層活発化し、促進することを望むとした。更に、研究に関して
は、文部省科学研究費による海外学術調査の制度ももっと活用しても良いとの指摘もあっ
た。
　学内でこうした現状認識と対応策が練られている頃、国際交流協定締結の打診があり、
１９８３（昭和５８）年８月に本学初の海外との学術交流協定が医学部と中国医学科学院との間
で締結された80。これは前年から進められていた日中両国民の友好協力に基づく交流推進
についての話し合いに基づくもので、この協定締結により、同年９月から翌年８月までの
１年間、中国医学科学院より２名の研究者を熊本大学客員研究員として受け入れることが
決まった。また１９８６（昭和６１）年１２月には、オーストラリアのニューカッスル大学と、初
の大学間学生交流協定を締結した。同大学へは、既に１９７８（昭和５３）年度から文部省の「教
員養成大学・学部学生海外派遣制度」に、１９８３年度からは「学生国際交流制度」に基づき
毎年学生を派遣しており、ニューカッスルからは、１９８１（昭和５６）年度以来文部省の「日
本語・日本文化研修留学生制度」に基づいて学生を受け入れてきたという経緯があった81。
更に１９８７（昭和６２）年には、熊本大学・熊本商科大学及び熊本短期大学・モンタナ州立大学・
モンタナ大学の４者による国際交流協定を締結した。協定では、教員の交流・学生の交流
双方についての取り決めがなされ、１９８８（昭和６３）年度から交流を始めることとなった。
この協定は、１９７９（昭和５４）年８月にマンスフィールド駐日米大使が熊本県庁を訪問し、
熊本県とモンタナ州との姉妹都市締結について提案したことを契機に、熊本県知事から本
学とモンタナ州立大学との姉妹大学締結について要望がなされたことに端を発するもので
あった82。１９８１年９月にはモンタナ州立大学長から熊本大学長あてに手紙が寄せられ、熊
本大学との研究者及び学生の交換を考えており、初めは小規模に実施したい意向が伝えら
れた。１９８２（昭和５７）年６月、沢田一精熊本県知事より、モンタナ州と熊本県の友好姉妹
都市関係締結にあたっては、モンタナ州立大学などは特に熊本大学との友好交流を以前よ
り強く希望していたことから、これを友好姉妹都市締結の重要な要素の１つと位置づけて
いるため、熊本大学でも正式に検討を進めるようにとの依頼があった83。同年７月２２日に
熊本県とモンタナ州が姉妹都市関係を締結したことにより、１９８３年９月８日にはモンタナ
州立大学のモラスキー教授が学術交流のため客員研究員として来日し、本学で約１年間研
究に従事することになった。その後もモンタナ州立大学やモンタナ大学の教員あるいはモ
ンタナ州関係者が本学を訪問し、交流についての協議を重ねた。こうして１９８７年９月２４日
の評議会で交流協定案が了承され、１０月１６日付で熊本大学と熊本商科大学・熊本短期大学
が、１２月１２日付でモンタナ州立大学とモンタナ大学が協定書に調印し、本学初の全学的な
国際交流協定が締結されることになった。
　なお、１９８７（昭和６２）年から５年間の熊本大学における外国人研究員等受け入れ数と出
身国・地域の推移及び熊本大学教官の海外渡航者数と渡航先の推移は表１０・１１のとおりで
ある。
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国　名 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年
米　　　国 36 35 26 35 29
カ ナ ダ 2 1 1 3 2
北　　　米 38 36 27 38 31
中 南 米 4 2 11 17 3
連 合 王 国 4 4 8 3 7
フ ラ ン ス 7 8 6 8 6
西 ド イ ツ 7 7 11 10 9
イ タ リ ア － － － 2 0
ソ　　　連 1 0 0 1 1
他 の 欧 州 10 14 9 7 8
欧　　　州 29 33 34 31 31
中　　　国 13 20 23 29 32
韓　　　国 － － － 3 14
タ　　　イ － － － 5 2
インドネシア － － － 3 0
他の東南アジア － － － 10 －
東南アジア 5 2 10 － 4
他のアジア 6 12 8 4 7
ア ジ ア 24 34 41 54 59
オーストラリア － － － 2 2
他の大洋州 － － － 0 1
大 洋 州 2 2 9 2 3
ア フ リ カ 5 0 2 9 5
中 近 東 － － － 3 1
合　　　計 102 107 124 154 133

『熊本大学における国際交流』（熊本大学庶務部庶務課、1992年）より

表10　外国人研究員等受け入れ数と出身国・地域の推移

国　名 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年
米　　　国 89 131 122 129 104
カ ナ ダ 5 14 13 13 11
北　　　米 94 145 135 142 115
中 南 米 2 4 7 12 8
連 合 王 国 12 6 11 20 11
フ ラ ン ス 4 13 14 11 11
西 ド イ ツ 4 11 27 20 23
イ タ リ ア － － － 12 8
ソ　　　連 0 0 1 3 4
他 の 欧 州 19 50 50 30 37
欧　　　州 39 80 103 96 94
中　　　国 17 40 11 30 21
韓　　　国 － － － 33 27
タ　　　イ － － － 12 8
インドネシア － － － 3 6
東南アジア 23 20 21 － －
他の東南アジア － － － 8 8
他のアジア 16 69 39 6 15
ア ジ ア 56 129 71 92 85
オーストラリア － － － 15 10
他の大洋州 － － － 0 3
大 洋 州 0 19 7 15 13
ア フ リ カ 0 1 3 5 1
中 近 東 － － － 2 1
合　　　計 191 378 326 364 317

『熊本大学における国際交流』（熊本大学庶務部庶務課、1992年）より

表11　熊本大学教官の海外渡航者数と渡航先の推移
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　表を見ると、外国人研究者の受け入れが年々増加しており、特にアジアからの受け入れ
が伸びていることが窺える。また、本学の教官の派遣は１９８８（昭和６３）年に急激に増加し
ており、特に欧州への渡航が著しく増加した。また、１９８８年のみアジアへの渡航者が爆発
的に増えている。こうした教官の海外渡航費の財源は、渡航者数が増加するにつれて私費
によるものが増加しており、１９８７年の段階では１９１名のうちの４７％にすぎなかった私費に
よる渡航者割合は、１９８８年に７７％、１９８９（平成元）年には６０％、１９９０（平成２）年も６０％に
達している。なお、１９９１（平成３）年には、私費４７％、国費又はその他の資金５３％と、私
費が半分をわずかに割る数となった84。
　この間、中曽根康弘総理大臣が設置した「二十一世紀への留学生政策懇談会」により、
１９８３（昭和５８）年８月、報告書「二十一世紀への留学生政策に関する提言」が出された。文
部省はこの提言の具体的なガイドラインの策定を有識者に委嘱し、１９８４（昭和５９）年６月
に「二十一世紀への留学生政策の展開について」が出された。これによって、いわゆる「留
学生受入れ１０万人計画」が提唱され、留学生の受け入れが強力に推進されるようになって
いた85。同計画は、１９８２（昭和５７）年時点で８，１１６名であった日本への留学生を２０００年まで
に１０万人にしようとするもので、留学生政策は、２１世紀を迎えるにあたっての文教政策・
対外政策の中心に据えてしかるべき重要国策の１つであると位置づけられた。計画では、
日本の１８歳人口が減少期に転ずるまでの１９９２（平成４）年までを前期、減少期に入る１９９３

（平成５）年以降を後期とし、前期においては受け入れ態勢・基盤の整備に重点を置き、後
期においてはその態勢・基盤の上に立った受け入れ増を目指すことになった。これによ
り、高等教育機関における留学生受入体制の整備、日本語教育体制の整備、留学生宿舎の
整備、民間活動の推進、私費留学生に対する授業料減免、学習奨励費の支給拡大、国費留
学生の増加、短期留学推進制度、身元保証書の廃止等の施策が順次実施された。
　本学においても交流協定締結の動きが活発化し、学生の派遣・受け入れや研究者の派遣・
受け入れ等の国際交流が増加する中で、学内体制の見直しが進んだ。１９８５（昭和６０）年１１
月、熊本大学国際交流委員会が発足し、既設の学生国際交流委員会は廃止となった。新委
員会では、従来の学生国際交流委員会と異なり、学術の国際交流事項についても審議する
こととなった。委員会のもとに学術交流専門委員会（国際交流協定締結大学間の研究者の派
遣と受け入れを審議。庶務部庶務課研究助成係が担当）と留学生専門委員会（外国人留学生関係
の規則改定案、外国大学との学生交流協定案、学生の外国派遣、国費外国人奨学生及び各種外国
人奨学生の推薦等を審議。学生部学生課留学生係が担当）が設けられ、それぞれの事項につい
ての検討が進められた。
　また、国際交流委員会設置と同時に、国際交流会館の設置・運営に関する規則も制定さ
れた。国際交流会館については、１９８３（昭和５８）年度概算要求で「留学生会館」として申請
されていたが同年には認められず、１９８４（昭和５９）年度の概算要求では、外国人研究者等
の宿泊施設も加え「国際交流会館」と名称を改めることになった。また、１９８３年度の計画
では大江川鶴に建設することとしていたが、１９８３年１２月の評議会において、文部省の指導
により宇留毛団地に建設することになったと報告された86。その後要求が認められ、１９８５

（昭和６０）年１１月２９日、単身室４９室、夫婦室３室、家族室３室と談話室・研修室・和室等を
備えた国際交流会館が落成し、祝賀会が開かれた。この会館の運営については、学生部が
担当することとなった。
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　国際交流活動が広がりを見せる中、事務組織についても見直しがなされた。１９８８（昭和
６３）年４月に事務組織規則の一部が改正され、学生部学生課に専門職員を置くことができ
るようになり、留学生専門職員１名が配置された87。その後、１９９１（平成３）年には本学で
初となる国際交流関係を専門に所管する事務部門として留学生係が学生部学生課に設置さ
れ、事務職員３名及び国際交流会館臨時用務員１名が配置された88。

３　企業等との連携
　１９７０年代半ば頃より、社会の各方面から大学の学術研究に対し、個別的・具体的な諸問
題の解決等に協力するよう、多様な期待と要請が寄せられるようになった89。１９８０（昭和
５５）年、学術審議会は「学術研究体制の改善のための基本的施策について」の諮問事項の
１つとして「学術研究に対する社会的要請への対応のあり方」について審議を行い、これ
を踏まえて文部省は、このような社会的要請に適切に対応し協力することは、大学の研究
活動に刺激を与える観点からも有意義であるとした。そのため１９８２（昭和５７）年、国立大
学等において民間企業等外部からの委託を受けて研究を行う「受託研究制度」を改善する
とともに、１９８３（昭和５８）年度には、国立大学等において民間企業等から研究者及び研究
費等を受け入れて、当該大学等の教官が民間機関等の研究者と共通の課題について対等の
立場で共同研究を行う「民間等との共同研究制度」を創設した。また、学術審議会は、
１９８４（昭和５９）年の「学術研究体制の改善のための基本的施策について」の答申において、
同様の観点のもとに、受託研究制度の改善、民間等との共同研究制度の充実、研究者交流
の促進などについて提言した。
　このうち本学において最初に検討されたのは、受託研究員制度であった。これは、産学
協同の趣旨に鑑み、産業界の理工系現職技術者等の高度の再教育を目的として、彼らを受
託研究員として受け入れるというもので、制度としては１９５８（昭和３３）年度に設けられた
ものである。本学では、１９６６（昭和４１）年頃から学部において受託研究員受け入れのため
の検討が始まっていることが確認できる90。これを制度的に具体化する動きが始まるのは
１９６７（昭和４２）年１月２６日の第１７４回評議会以降で、このとき「熊本大学受託研究員規則」
についての規則案が配付・検討され、同年２月６日付で規則が施行された。
　１９６８（昭和４３）年には、熊本大学が外部からの委託を受けて調査・検定・試作及び試験
等を行うための「熊本大学受託研究規則」案の検討が行われ、同年４月２５日の第１９０回評
議会の議題として取り上げられることになった。評議会では、規則案のうちの第１１条が問
題となったが、この時点での条文は以下のとおりであった。

第１１条　受託研究の結果生じた工業所有権および著作権に関する権利（以下「工業所有権等」
という。）は、本学の所有に属するものである。

２　委託者は、工業所有権等を譲り受け、またはこれに相当の対価を支払わなければならな
い。

３　前２項に規定するもののほか、工業所有権等の取扱いについては、別に定めるところに
よる。

この「工業所有権等」を本学でどのように取り扱うかについての議論が起こり、①工業所
有権等が大学の所有に属する法的根拠は何か、②職務発明にかかる特許権を申請する場合
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の手数料は国の予算から支出できるのか、③国有財産となった工業所有権等の利益はどの
程度発明者に還元されるのか、④この規則を全国の大学に先行して制定せず、他の大学が
制定したものを参考として本学の規則を制定してはどうかとの質疑応答がなされた。ここ
で問題になった主に知的財産に関連する事項の取り決めについては、不明確な点もあった
ことから、この時点では規則の制定を保留し、関係法規を調査・研究した上で、改めて評
議会に諮ることとなった。
　これと並行して、奨学を目的とする寄附金の受け入れ及び経理についての検討もなされ
た。これは、１９６３（昭和３８）年の文部省訓令「奨学寄付金受入事務取扱規程」及び１９６４（昭和
３９）年の文部省令「奨学寄付金委任経理事務取扱規則」等を受けてのものであり、本学では
１９６８（昭和４３）年５月に「奨学寄付金受入および委任経理事務取扱規則」が制定された91。
　１９７０（昭和４５）年６月２３日、受託研究規則が評議会に再度かけられ、問題となっていた

「工業所有権等」については、以前は第１１条として独立した条文となっていたものが、新
規則案では、「第５条　受託研究を受け入れる場合には、次の条件を付するものとする」
の条文の中に「（２）受託研究の結果、工業所有権および著作権に関する権利が生じた場
合には、委託者にこれを無償で使用させ、または譲与することはできないこと」として定
められた。また、この時点の規則案の第１１条第２項で「受託研究の成果を公表するとき
は、学長の承認を得て、研究担当職員が行うものとする」としている点について、学長の
承認を得た上でなければ研究成果の公表ができないこととなれば、これが学問の自由、研
究成果発表の自由が制約されるような意味に捉えられかねないので、字句を改めてはとの
部局長会議の意見があったことについて触れられた。受託研究は大学と委託者の契約に基
づくものであり、これら当事者相互の利益を勘案すると、委託者とのトラブルを避けるた
めに明文化しておく必要があることから、「学長の承認を得て」を「あらかじめ学長に連
絡の上」と改めることで了承し、１９７０年６月２５日付で受託研究規則が施行されることに
なった。なおこの間、工学部では「工学部受託試験規則」が制定され、セメント試験・細
骨材試験・粗骨材試験・コンクリート試験・コンクリートブロック試験・鉄筋試験等の試
験を開始しており、医学部でも「病理組織検査受託規則」に基づく病理組織の受託検査を
行っていた92。
　その後、受託研究については、１９８２（昭和５７）年の文部省通知「受託研究の取扱について」
及び１９８４（昭和５９）年の文部省通知「奨学寄付金・受託研究費等の適正な取扱いについて」
により、受託研究の受け入れの一部を当該研究を行う部局の長に委任するよう改め、ま
た、適正な受け入れを期するために必要な部分についての学内規則の改正が１９８４年１月に
行われた93。１９８６（昭和６１）年には「科学技術に関する国の試験研究に関し、国と国以外の
者との間の交流を促進するために必要な措置を講じ、もつて科学技術に関する試験研究の
効率的推進を図ること」を目的とする「研究交流促進法」が施行されたことに伴い「受託
研究規則」が改正された。また、１９８９（平成元）年には受託研究員を理工系に限らないこと
として「受託研究員規則」が改正された。
　このように、１９６０年代末から、受託研究あるいは受託研究員等の制度に基づく民間企業
等との連携が行われていたが、文部省学術国際局の「民間等との共同研究制度」について
の通知を受け、１９８３（昭和５８）年１２月２２日の評議会議題として「民間等との共同研究につ
いて」が取り上げられ、次年度から本学での共同研究受け入れが可能となるような学内規



353第４編　大学の「多角化」と熊本大学

則の制定を審議することが決まった。これについては１９８４（昭和５９）年３月の評議会で了
承され、同年４月から「熊本大学における民間機関等との共同研究規則」「熊本大学にお
ける民間機関等との共同研究実施細則」が施行された。
　企業等との連携が進む中で、大学教員の発明に係る特許等に関する取り扱いが問題と
なっていた。１９７７（昭和５２）年６月１７日の学術審議会答申「大学教員等の発明に係る特許等
の取扱について」94によると、基本的な問題として、まず、学内で勤務発明規程を定める
などして取り扱い方式を明定している大学・研究所はごく少数であり、また、発明者の自
由意思による譲渡の考え方や方式が必ずしも一定しておらず、国としてもこれまで統一的
で明確な取扱方針を定めず大学教員の発明の保護・活用を講じてこなかった点が挙げられ
た。そのため、大学・研究所間で特許権の帰属・管理方式が異なり、大学教員間の公平性
を欠くばかりか、スムーズな処理システムがないため発明の成果を特許に結実させること
ができず、結果的に大学教員のアイデアが広く産業界で活かされないという状態になって
いた。そこで、この答申では特許取得や取り扱い方法等についてのさまざまな考え方が示
された。この答申を受けて、１９７８（昭和５３）年３月２５日に文部省学術国際局長及び文部省
大臣官房会計課長通知「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱について」95が出
され、①特許を受ける権利の帰属についての基準、②発明に関する学内規定の整備、③国
が特許を受ける権利を承継した場合における特許の出願手続き等についてが示された。こ
のうち②については、１）国立大学等の教官が、その研究の結果行った発明に係る特許を
受ける権利を国が承継するために、当該発明を行った国立大学等の教官等は、当該権利を
国に譲渡すべきことを大学等の長が定めておく必要があることから、その旨を学内規程で
明確にすること、２）学内規程には発明委員会を設置すること、教官等はその行った発明
を大学等の長へ届け出ること、国が特許を受ける権利を承継するか否かは発明委員会の議
に基づき大学の長が決定すること、その他必要な事項を定めること、３）発明委員会にお
いては、透明性を確保しつつ、権利の帰属の決定が速やかに行われるよう迅速で効率的・
効果的な運営に努めることが示された。
　こうして教官等の発明に係る特許権の取り扱いの基準が示されたことから、本学におい
ては１９７８（昭和５３）年１０月の評議会にこの件が諮られ、１１月１日から「熊本大学発明規則」

「熊本大学発明委員会規則」が施行された96。更に、同年１２月１４日に「熊本大学発明実施細
則」が施行され、特許権の実施に関する各種様式・手続き等が規定された。１９９０（平成２）
年１０月には、①特許を受ける権利が国に帰属すると決定された場合、その決定に対する発
明者の異議申し立てについての規程について、②民間機関等との共同研究において生じた
発明（考案）に係る特許を受ける権利の持ち分を判断するため、発明届出時の持分申請書
の提出について、③外国出願についての新たな規定など、研究環境の進展等に応じて発明
規則が改正されることとなった97。
　１９８７（昭和６２）年５月には、国立学校設置法施行規則の一部改正により、寄附講座及び
寄附研究部門の設置が新たに規定された。寄附講座及び寄附研究部門とは、大学等の教育
研究機能の豊富化・活性化を図るため、国立学校特別会計法による奨学寄附金の委任経理
制度を活用し、民間等からの寄附により設置・運用されるものである98。本学において
は、１９９０（平成２）年１０月２５日の第５１７回評議会で「熊本大学寄附講座及び寄附研究部門に
関する規則」が審議され同日に施行された。これにより、寄附講座等の存続期間は２～５
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年間、少なくとも教授又は助教授相当者１名及び助教授又は助手相当者１名の教員を置
き、寄附講座の申請があった場合は評議会に報告の上文部省と協議を行うことなどが定め
られ、寄附講座及び寄附部門の設置が可能になった99。
　こうした中、阿蘇製薬株式会社より薬学部に対し寄附の申し出があったことから、薬学
部に設けられた寄附講座設置準備委員会で検討が進められ、１９９１（平成３）年７月２５日の
評議会において、薬学部長より、阿蘇製薬株式会社の寄附による寄附講座「病態薬効解析
学」（総額１億円、１９９１年１０月１日から１９９６年９月３０日までの５年間）の設置申請がなされた。
文部省との協議の結果、申請のとおり、同年１０月１日付で病態薬効解析学講座が本学初の
寄附講座として設置されることが決まり、客員教授１名、客員助手１名が置かれた。１９９３

（平成５）年には２つ目の寄附講座として、工学部に九州電力株式会社の寄附による電気エ
ネルギー先端技術講座が設置された。これ以降も薬学部・工学部・医学部を中心として寄
附講座が設置されていった。
　また、１９８０（昭和５５）年に通商産業省がテクノポリス構想を打ち出したことにより、熊
本県では１９８２（昭和５７）年１月に「テクノポリス建設構想起草委員会」が発足し、熊本テク
ノポリス建設の基本構想がまとめられた。このテクノポリス構想及びその後のキャンパス
移転問題の詳細については次章を参照されたいが、テクノポリス構想は産官学連携の推進
剤と位置づけられていたため、熊本大学が産業界あるいは地域との連携を進めていく上
で、今後どのように構想に関与していくかに世間の注目が集まった。特にこの時期、科学
技術の急速な発展を背景にテクノポリス構想が展開したことから、当時本学が計画してい
た博士課程設置（特に工学系）について熱い視線が注がれていた。１９８５（昭和６０）年５月３０
日、細川護煕熊本県知事が松山公一学長を訪問し、①熊本テクノポリス財団を中心とする
産学協力の推進、②熊本テクノポリスにおける研究学園地区の整備についての２点を要請
した。企業等との連携については、特に①の点において訴えられた100。というのも、テ
クノポリス開発計画では、地域における産学協力の推進を研究開発機能を拡充するための
最も重要な課題と捉え、その推進機関として地元の産業界及び市町村の全面的な協力を得
てテクノポリス財団を設置しており、テクノポリス財団附属研究所「電子応用機械技術研
究所」の設立にあたっては、地域の期待に応えていくためにも、地元の高等教育機関、な
かんずく熊本大学の協力と支援が不可欠であると考えたからであった。これに対し松山学
長は、「テクノポリスの理念は十分に理解しており、その意義を高く評価する」とはした
ものの、この事業に関連しての産学協同については、大学の特質に鑑みて「大学という機
関が一体となって云々ということはありえず、あくまで教官個々人が自主的に対応するべ
きものである。もちろん教官の専攻分野や研究課題によっては、自ら開発した手法や理論
の実現可能性を実証する機会が地域社会の内に得られることは歓迎すべきことであり、そ
の結果として地域社会に貢献できることは喜ばしいことである」との見解を示した。こう
して、この時点では、熊本大学が既存のキャンパス外に地域・企業との連携拠点となりう
る研究センターを設置することは見送られることになった。
　１９８６（昭和６１）年５月、「昭和６２年度国立学校特別会計予算の取扱について」が示され、
１９８７（昭和６２）年度の国立学校関係の概算要求については全体として厳しい抑制基調下で
の対応が望まれたものの、前年度までに見られなかった「民間資金の有効な活用を図る教
育研究協力体制の工夫・整備及び生涯学習の充実や地域社会との連携を強化するための社
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会への開放・協力の推進」という文言が織り込まれた101。本学では、工学部から１９８７年度
の概算要求事項として、テクノリサーチパークの一部を借用した「科学技術研究センター」

（後にこの名称は文部省の意向によって「共同研究地域センター」と改められた）の設置が挙げ
られ、文部省との折衝が開始された102。同概算要求の追加説明を見てみると、センター
設置の目的として次のように記されている。

科学技術の急速な発展に伴い、今後我が国の科学技術を更に発展させるためには、国立大学
と民間等の研究機関が相互に協力して共同研究を行う必要がある。またそのような研究協力
が大学における教育研究活動にも有益な刺激を与え、同時に民間技術者の再教育にも役立つ
と期待されている。このような趣旨にそって民間等との共同研究を推進し、あわせて地域社
会における技術開発、技術教育に貢献するために、熊本大学に共同研究地域センター設置を
要求するものである。

　また、テクノポリスとの関係や地域特性については次のように説明された。

熊本県は現在最も熱心にテクノポリス計画に取り組み、先端産業による地域の活性化をはかっ
ており、IC産業などに大きな成果をあげつつある。しかし今後先端的科学技術の恩恵が産業の
あらゆる分野に浸透するよう、地域の研究開発能力をさらに高めてゆくことが必要である。こ
のためには例えば複合材料の開発技術を応用する阿蘇火山灰や天草陶石からの新セラミックス
の開発、情報処理技術を応用する地域産業用カスタムIC製造、精密位置決め制御、農水産業用
パターン認識など、地域の実情に即した共同研究は有効な方法である。（以下略）

　この計画は、当時進行中であった科学技術研究科博士課程設置計画と関連づけられ、研
究科で行う予定のカリキュラム・総合研究プロジェクトに取り入れられるとともに、セン
ターで行う共同研究のプロジェクトのテーマの選定は、センター運営委員会が研究科にお
けるプロジェクト委員会と協力の上行うこととするなど、大学院学生の教育にも重要な役
割を果たすことが期待された。また、卒業後に企業等の技術教育を受けることができない
留学生に対する技術教育としても大きな効果をあげることが期待された。実施にあたって
は、その特性から当面は工学部が主体となり共同研究を展開することとし、プロジェクト
の拡大に応じて他の学部・講座も参画できる道を開き、学際的な共同研究を推進できるよ
うに環境整備することが望まれていた。
　１９８７（昭和６２）年１月の文部省の予算提示において、１９８７年度新規事業として「地域共
同研究センター」の設置が認められた。これにより同年２月２５日に地域共同研究センター
設置準備委員会が設けられ、５月に地域共同研究センターが設置された103。
　地域共同研究センターは、熊本テクノポリス構想と連携し、上益城郡益城町に置かれて
いた熊本テクノ・リサーチパーク内に開設することとなり、１９８７（昭和６２）年９月７日、
熊本県庁において松角康彦学長・細川県知事・川口夘一益城町長の３者による進出協定調
印式が行われた。こうして１９８８（昭和６３）年５月２７日、熊本テクノ・リサーチパークに熊
本大学地域共同研究センターが完成し、開所式が挙行された。センターには実験研究室・
情報処理室・研修室・分析室などが置かれ、バイオテクノロジー・環境科学・新素材・エ
レクトロニクス・医療機器など、同年だけでも２０に及ぶ研究課題で共同研究を実施してい
くことなった。また、開所式の日には、県内の産官学連携による地域活性化を目指して設
立された「くまもと科学・技術振興クラブ」等との共催によるセンター開所記念シンポジ
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ウムが開催された。この産学官による交流講演会は、その後も定期的に開催された。その
ほかにも、学内外から教員を招聘して技術研修会・技術セミナー・国際交流セミナーなど
を実施した。また、１９８９（平成元）年７月には、センターにおいて民間機関等からの研究
開発等に係る技術相談に応じるための組織として科学・技術相談室が設置され、専任の教
員が相談に対応していくことになった。
　なお、熊本テクノポリス構想には高い関心が寄せられていたことから、ここに置かれた
本学のセンターやその活動内容にも注目が集まり、１９８８（昭和６３）年１２月の在日外国人報
道関係者一行（米国・イギリス・フランス等７ヶ国２０名）のセンター視察や１９９０（平成２）年
３月の米国国立科学財団研究員の視察、同年１１月の韓国放送公社（KBS）のテレビ番組取
材など、海外メディア等の視察・取材を受け、活動が広く内外に紹介された104。
　このように、１９８０年代から１９９０年代初頭にかけては、企業等との連携に関する制度の
整備が急速に進められた時代であった。なお、１９７０（昭和４５）年以降の本学における民間
等との共同研究・受託研究員・受託研究・寄附講座等の件数及び金額は表１２のとおりで
ある。

年度 区　分 部局名 件数 金額（千円） 備　考
1970 受託研究員 薬学部 1 
1971 受託研究員 薬学部 1 

1972

受託研究員 薬学部 2 

受託研究
医学部 6 18,667 
体質医学研究所 1 500 
工学部 1 400 

1973 受託研究員 薬学部 1 
1985 民間等との共同研究 工学部 1 7,738 
1986 民間等との共同研究 工学部 2 6,163 

1987 民間等との共同研究 教育学部 1 岡崎国立共同研究機構
工学部 14 27,128 

1988 民間等との共同研究 工学部 19 21,840 

1989 受託研究 17 55,480 
民間等との共同研究 22 47,230 

1990 受託研究 19 69,553 
民間等との共同研究 22 49,520 

1991
受託研究 26 83,360 
民間等との共同研究 28 72,750 
寄附講座 1 10,000 

1992
受託研究 19 70,720 
民間等との共同研究 27 64,311 
寄附講座 1 20,000 

1993
受託研究 19 74,210 
民間等との共同研究 27 89,157 
寄附講座 2 50,000 

1994
受託研究 21 82,687 
民間等との共同研究 33 98,196 
寄附講座 2 50,000 

1995
受託研究 53 126,509 
民間等との共同研究 32 94,300 
寄附講座 2 50,000 

表12　民間機関との共同研究、受託研究員・受託研究、寄附講座等の件数・金額
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年度 区　分 部局名 件数 金額（千円） 備　考

1996
受託研究 67 173,822 
民間等との共同研究 31 68,176 
寄附講座 2 50,000 

1997
受託研究 65 368,150 
民間等との共同研究 35 75,880 
寄附講座 2 50,000 

1998
受託研究 80 432,540 
民間等との共同研究 40 76,236 
寄附講座 2 50,000 

1999
受託研究 78 538,016 
民間等との共同研究 46 97,114 
寄附講座 2 50,000 

2000
受託研究 86 890,037 
民間等との共同研究 57 151,902 
寄附講座 2 50,000 

2001

受託研究

教育学部 1 298 
法学部 2 1,325 
理学部 3 24,447 
医学部 26 170,143 
薬学部 10 32,618 
工学部 13 60,428 
自然科学研究科 5 11,490 
附属病院 8 11,733 
エイズ学研究センター 1 700 
衝撃・極限環境研究センター 1 1,050 
発生医学研究センター 9 255,717 
合計 79 569,949 

民間等との共同研究

教育学部 1 420 
医学部 8 20,545 
薬学部 2 1,200 
工学部 26 55,281 
自然科学研究科 8 21,420 
医療技術短期大学部 1 420 
地域共同研究センター 2 840 
遺伝子実験施設 1 1,000 
動物資源開発研究センター 1 920 
衝撃・極限環境研究センター 4 28,889 
発生医学研究センター 7 30,880 
沿岸域環境科学教育研究センター 3 1,260 
合計 64 163,075 

寄附講座
薬学部 1 20,000 
工学部 1 30,000 
合計 2 50,000 

2002 受託研究

教育学部 2 1,000 
法学部 1 1,602 
理学部 2 1,650 
医学部 30 56,180 
薬学部 13 65,650 
工学部 22 131,617 
社会文化科学研究科 1 260 
自然科学研究科 8 45,300 
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年度 区　分 部局名 件数 金額（千円） 備　考

2002

受託研究

附属病院 9 13,192 
医療技術短期大学部 1 2,000 
エイズ学研究センター 3 12,350 
動物資源開発研究センター 1 2,000 
衝撃・極限環境研究センター 5 47,452 
発生医学研究センター 6 20,815 
合計 104 401,068 

民間等との共同研究

教育学部 1 420 
医学部 12 35,559 
薬学研究科 2 500 
工学部 35 91,776 
自然科学研究科 10 18,710 
附属病院 2 1,500 
地域共同研究センター 1 420 
遺伝子実験施設 1 12,840 
エイズ学研究センター 1 420 
動物資源開発研究センター 11 29,720 
衝撃・極限環境研究センター 5 32,012 
発生医学研究センター 3 23,680 
沿岸域環境科学教育研究センター 2 840 
合計 86 248,397 

寄附講座
薬学部 1 20,000 
工学部 1 30,000 
合計 2 50,000 

2003

受託研究
（出資金事業分を含む）

文学部 1 2,200 
教育学部 2 26,255 
法学部 1 1,555 
理学部 4 5,148 
工学部 20 121,916 
社会文化科学研究科 1 260 
自然科学研究科 9 47,960 
医学薬学研究部 42 145,590 
地域共同研究センター 2 12,500 
生命資源研究・支援センター 1 2,200 
エイズ学研究センター 3 12,450 
衝撃・極限環境研究センター 2 3,025 
発生医学研究センター 6 31,505 
附属病院 6 7,227 
合計 100 419,791 

民間等との共同研究

教育学部 2 500 
法学部 1 1,876 
工学部 35 65,413 
自然科学研究科 10 17,690 
医学薬学研究部 18 38,206 
地域共同研究センター 2 470 
生命資源研究・支援センター 12 35,280 
エイズ学研究センター 1 1,000 
衝撃・極限環境研究センター 4 58,800 
発生医学研究センター 4 23,160 
沿岸域環境科学教育研究センター 2 840 
附属病院 5 16,149 
合計 96 259,384 
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年度 区　分 部局名 件数 金額（千円） 備　考

2003 寄附講座

工学部 1 30,000 
医学薬学研究部（医学部） 2 30,000 
医学薬学研究部（薬学部） 1 20,000 
合計 4 80,000 

2004

受託研究
（出資金事業分を含む）

文学部 2 2,420 
教育学部 1 27,265 
理学部 6 7,335 
医学部（保健学科） 3 3,248 
工学部 24 95,940 
社会文化科学研究科 1 130 
自然科学研究科 10 79,916 
医学薬学研究部 49 231,035 
附属病院 7 9,810 
生涯学習教育研究センター 1 3,941 
衝撃・極限環境研究センター 1 2,100 
生命資源研究・支援センター 4 10,220 
エイズ学研究センター 3 10,350 
発生医学研究センター 6 26,173 
保健センター 1 1,000 
合計 119 510,883 

民間機関等との
共同研究

教育学部 1 0 
工学部 52 100,630 
自然科学研究科 11 21,206 
医学薬学研究部 31 49,879 
附属病院 5 7,690 
沿岸域環境科学教育研究センター 2 840 
衝撃・極限環境研究センター 4 23,500 
生命資源研究・支援センター 7 22,280 
発生医学研究センター 4 14,201 
合計 117 240,226 

寄附金 1,016 1,023,294 ※寄附講座分を含む

2005

受託研究 127 799,159 
民間機関等との
共同研究 149 248,932 

寄附金 1,120 1,068,162 ※寄附講座分を含む

2006 受託研究

事務局 1 24,904 
文学部 1 898 
教育学部 1 700 
自然科学研究科（理学部） 6 6,971 
自然科学研究科（工学系） 35 237,649 
自然科学研究科 8 20,952 
医学薬学研究部（医学系） 42 184,833 
医学薬学研究部（薬学系） 12 116,000 
附属図書館 1 2,000 
医学部附属病院 1 116 
医学部保健学科 1 1,050 
エイズ学研究センター 1 325 
衝撃・極限環境研究センター 7 11,646 
発生医学研究センター 5 64,316 
沿岸域環境科学教育研究センター 2 104,000 
生命資源研究・支援センター 4 2,775 
政策創造研究センター 1 3,400 
合計 129 782,535 
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注

１　黒羽亮一『新版　戦後大学政策の展開』（玉川大学出版部、２００１年）
２　大崎仁『大学改革　１９４５～１９９９』（有斐閣、１９９９年）
３　前掲『新版　戦後大学政策の展開』及び前掲『大学改革　１９４５～１９９９』。以後、国の動きに

ついては両書による。
４　なお、第６期改革委員会が検討した「大衆化」については、既に第４期改革委員会が１９７８

年５月に学長に提出した参考資料「教育の問題について」の中でも分析がなされている。
ここでは、新入生への調査によって、やや大げさにいえば、学生意識は、熊本大学が

「学術の研究及び教育の最高機関」というよりは、「青年期の社会教育活動（生涯教育活動）

年度 区　分 部局名 件数 金額（千円） 備　考

2006

民間機関等との
共同研究

教育学部 2 300 
自然科学研究科（理学系） 2 1,580 
自然科学研究科（工学系） 73 110,612 
自然科学研究科 18 25,840 
医学薬学研究部（医学系） 32 90,994 
医学薬学研究部（薬学系） 15 31,525 
エイズ学研究センター 2 4,000 
衝撃・極限環境研究センター 5 2,770 
発生医学研究センター 5 8,840 
沿岸域環境科学教育研究センター 2 840 
生命資源研究・支援センター 6 3,096 
合計 162 280,397 

寄附講座

医学部 2 20,000 
薬学部 3 60,000 
工学部 1 30,000 
合計 6 110,000 

2007

受託研究 130 1,197,121 
民間機関等との共同
研究 176 322,753 

寄附金 1,286 1,211,178 
※寄附講座分を含む
※熊本大学基金は含まな

い

2008

受託研究 139 1,145,421 
民間機関等との共同
研究 204 346,947 

寄附金 1,245 1,419,462 
※寄附講座分を含む
※熊本大学基金は含まな

い

科学研究費 458 1,570,170 ※特別研究員奨励費は除
く

2009

受託研究 155 1,146,055 
民間機関等との共同
研究 212 249,108 ※科学技術振興調整費

を含む

寄附金 1,256 1,610,660 
※寄附講座分を含む
※熊本大学基金は含まな

い

科学研究費 462 1,523,199 ※特別研究員奨励費は除
く
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の場」に偏倚しつつあり、これについて熊本大学に籍を置く多くの教官が苦々しく思っ
ているという実態を紹介している。

５　文部省『学制百二十年史』（ぎょうせい、１９９２年）。以後、試験制度の概略は同書による。
なお、詳細については特論「入学者選抜試験の変遷」を参照されたい。

６　「熊本日日新聞」１９６９年１０月１０日
７　「熊本日日新聞」１９８０年１０月８日
８　「西日本新聞」１９８０年４月１９日
９　「読売新聞」１９８７年６月３日
１０　『学生調査　現代学生の不安悩み並びに対策の研究―１９５９―』（熊本大学カウンセリング

研究会、１９５９年）及び『熊本大学学生相談室報告』第１号（熊本大学学生相談室、１９６２年）
１１　『熊大だより』第２７号（熊本大学学生部、１９８１年１月）
１２　ただし、医学部学生は１９８０～１９８１年度は専門２年次学生、１９８２～１９８３年度は専門４年次

学生が調査対象となっている。
１３　「留年者の実態に対する調査」（『熊大だより』３６号、熊本大学学生部、１９８４年１月）。な

お、留年者の実態に関する調査は、４年次の学生に対する調査と同時期に同じ主体（教
育委員会）によって行われているが、前者は入学時の実数・卒業時の実数等客観的デー
タに基づくものであるのに対し、後者は４年次の学生から出てきた回答に基づくもので
ある。

１４　前掲『学制百二十年史』。以後、全国的な学部等の整備に関する概要は同書による。
１５　前掲『学制百二十年史』
１６　「西日本新聞」１９８４年２月１８日
１７　「西日本新聞」１９８８年９月１１日
１８　以後、大学院制度の展開については前掲『学制百二十年史』及び『新版　戦後大学政策の

展開』を参照した。
１９　『格差是正に関する中間報告』（国立大学協会大学格差問題特別委員会、１９７６年）
２０　国立大学協会大学院問題特別委員会『国立大学大学院の現状と今後の在り方（その２）』

（１９８７年）
２１　「熊本大学大学院理系博士課程の設置について（答申）」『熊本大学改革委員会答申綴　

昭和４５年２月～』（運営基盤管理部総務ユニット所蔵）
２２　『熊本大学改革準備会答申　熊本大学の改革について』（熊本大学改革準備会、１９７０年２月）
２３　『大学院制度専門委員会資料綴』（運営基盤管理部総務ユニット所蔵）
２４　『昭和４７年度　教官会綴』（熊本大学３０年史資料）
２５　『熊本大学大学院　科学技術総合研究科博士課程　計画書』（熊本大学理工系総合研究科

設置準備委員会、１９８３年５月）
２６　『㊙教授会記録　昭和２６・２７・２８・２９・３０年』（熊本大学３０年史資料）
２７　『教授会記録　昭和３８年１１月起』（熊本大学３０年史資料）
２８　『熊本大学大学院科学技術総合研究科博士課程計画書』（熊本大学理工系総合研究科設置

準備委員会、１９８０年４月）
２９　『熊本大学科学技術研究科設置準備委員会』（運営基盤管理部総務ユニット所蔵）。以下、

同準備委員会の検討事項は、基本的に本綴による。
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３０　『熊本日日新聞』１９８３年７月２４日、１９８３年９月２８日、『読売新聞』１９８３年７月２４日、１９８３
年９月２８日、『毎日新聞』１９８３年７月２４日、１９８３年９月９日、『朝日新聞』１９８３年７月２４日、

『西日本新聞』１９８３年９月２８日、１９８３年１２月１日。
３１　前掲『熊本大学科学技術研究科設置準備委員会』。なお、この「軍学共同」議論について

は、翌年の学長選挙に際しても、大きな争点として熊本大学教職員組合によるアンケー
トが行われた。

３２　『熊本大学大学院科学技術総合研究科博士課程計画書』（熊本大学理工系総合研究科設置
準備委員会、１９８３年５月）

３３　「第４２５回評議会議事録」（１９８３年１月２７日開催）
３４　『熊本大学学報』３９４号（１９８５年５月１日）
３５　前掲『学制百二十年史』。以後、学術研究に関する制度整備に関する概要は同書による。
３６　熊本大学工学部創立百周年記念事業実行委員会・記念誌部会『熊本大学工学部百年史』（熊

本大学工学部創立百周年記念事業後援会、２０００年）
３７　前掲『熊本大学工学部百年史』及び『熊本大学学報』２２７号（１９７１年６月１日）
３８　『昭和４５年度　医学部教授会・研究科委員会広報』（熊本大学３０年史資料）。なお、この

案を見ると、同時期法文学部が「西南太平洋文化交流研究施設」、薬学部が「動物用薬品
研究施設」、工学部が「衝撃エネルギー研究施設」、全学共同として「総合研究資料館」の
設置を要求していたが、このうち実現したのは工学部の「衝撃エネルギー研究施設」（設
置されたのは実験所）のみであった。

３９　『熊本大学医学部　免疫研報』創刊号（熊本大学医学部免疫医学研究施設、１９８５年）、『熊
本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設　外部評価報告書』（熊本大学医学部、１９９９年）

４０　第３８２回評議会資料（１９７９年６月２８日開催）
４１　「昭和５６年４月２３日体質医学研究所教授会広報」「昭和５６年５月２１日教授会広報」（生命

科学系事務ユニット所蔵）
４２　「昭和５７年６月３日教授会広報」「昭和５７年６月１４日臨時教授会広報」「昭和５７年９月９

日教授会資料」（生命科学系事務ユニット所蔵）。なお、表５に示したとおり、体質医学
研究所の一部の講座は医学部に移された。

４３　『熊本大学医学部附属動物実験施設年報』創刊号（熊本大学医学部附属動物実験施設、
１９８３年）

４４　『熊本大学学報』６４号（１９５７年４月１日）
４５　『熊大だより』１２号（１９７４年１月）
４６　『熊本大学学報』１７１号（１９６６年６月１日）。なお、研究委員会段階では、学長が会長を務

め、会員は放射性同位元素を使用し研究する本学職員、委員は各学部会員互選にて選出
することとなっていたが、この段階に至ると、委員会は教育学部・理学部・医学部・薬
学部・工学部・教養部及び体質医学研究所の教員から１名と医学部放射線医学講座担当
教授で構成し、委員長は委員の互選で決めることになった。

４７　前掲『熊本大学医学部附属動物実験施設年報』創刊号
４８　『昭和４６年度　教授会記録　薬学部』（熊本大学３０年史資料、複写版）、『昭和４７年度　教

授会記録　薬学部』（熊本大学３０年史資料、複写版）、『昭和４８年度　教授会記録　薬学部』
（熊本大学３０年史資料）、『熊本大学機器分析センター概要』（熊本大学機器分析センター、
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１９９５年）、『熊本大学学報』４６７号（１９９１年６月）
４９　前掲『熊本大学機器分析センター概要』では、１９８０年としているが、『熊本大学学報』４６７

号においては、他部局の利用へ供するようになったのは１９８１年からとしている。
５０　「熊本日日新聞」１９５２年１月３０日、１月３１日
５１　「熊本日日新聞」１９５９年１月１日
５２　部局長会議議事録（1954年９月14日開催）
５３　「熊本大学教育学部教授会資料」。なお、「熊本日日新聞」１９７９年１月３日号によると、水

野武夫教育学部教授が国際農学科など３学科２３講座からなる「熊本大学国際農学部設置
要綱案」を作成し、県や県議会にも働きかけていたという。

５４　熊本市総務部企画課『熊本市総合計画―基本計画―』（熊本市、１９６４年）
５５　「熊本日日新聞」１９６６年１０月２１日
５６　「熊本日日新聞」１９７６年６月１５日
５７　九州東海大学三十年史編纂委員会『九州東海大学三十年史』（九州東海大学、１９９４年）
５８　以下、制度的な面については前掲『学制百二十年史』及び『新版　戦後大学政策の展開』

を適宜参照した。
５９　『改革委員会答申綴』（運営基盤管理部総務ユニット所蔵）
６０　『熊本大学学報』１３９号（１９６３年１０月１日）
６１　『変革の中の法学部教育―その現状と改革の試み―』（熊本大学法学部、１９９４年）、「熊本

日日新聞」１９７８年５月２日、１９７８年５月８日、１９８３年４月３０日
６２　『熊大だより』第５２号（熊本大学学生部、１９８８年７月）。なお、原出典は放送教育開発セ

ンター『MME研究ノート』４７号。
６３　第３８４回評議会資料（１９７９年１０月５日開催）
６４　第４１７回評議会資料（１９８２年６月９日開催）
６５　『熊本大学学報』２４８号（１９７３年３月１日）
６６　「朝日新聞」１９８４年１０月１６日
６７　「西日本新聞」１９８５年７月２３日
６８　前掲『学制百二十年史』
６９　佐藤由利子『日本の留学生政策の評価　人材養成、友好促進、経済効果の視点から』（東

信堂、２０１０年）
７０　「熊本日日新聞」１９６２年１２月１６日、１９６３年３月２９日
７１　第３１７回評議会資料（１９７４年９月２６日開催）
７２　第３２５回評議会資料（１９７５年２月２７日開催）、『熊大だより』１５号（１９７５年１１月）、同１７号

（１９７６年５月）、『熊本大学学報』２８０号（１９７５年１１月１日）
７３　第３５６回評議会資料（１９７７年４月２８日）
７４　『熊大だより』第１９号（１９７７年６月）。ただし、表８にあるように、『熊本大学概要』（１９８２

年度版）に掲載されたところによると、１９７７年度の海外派遣数は２名と記録されている。
７５　『熊本大学学報』３４８号（１９８１年７月１日）
７６　熊本大学教育委員会「国際交流について（答申）」（１９７８年１０月２３日提出）
７７　『熊大だより』２３号（１９７９年６月）、『熊大留学生―この一年の歩み―』（熊本大学学生部、

１９８２年）
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７８　「朝日新聞」１９８０年２月７日、「西日本新聞」１９８０年２月８日
７９　「熊本大学同窓会館使用規則」（１９８２年４月１日施行）及び「留学生研修室使用心得」（１９８２

年４月１６日制定）
８０　『熊本大学学報』３７５号（１９８３年１０月１日）
８１　『熊大だより』４９号（１９８７年１０月）
８２　『熊本大学学報』４２７号（１９８８年２月１日）
８３　第４１８回評議会資料（１９８２年６月１８日）
８４　『熊本大学における国際交流』（熊本大学庶務部庶務課、１９９２年）
８５　以後、留学生受入れ１０万人計画については、前掲『学制百二十年史』、前掲『日本の留学

生政策の評価　人材養成、友好促進、経済効果の視点から』及び文部科学省「当初の『留
学生受入れ１０万人計画』の概要」

　　http://www．mext．go．jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo４/００７/gijiroku/０３０１０１/２-１．htmによる。
８６　第４３５回評議会資料（１９８３年１２月２２日開催）
８７　『熊本大学学報』４２９号（１９８８年４月１日）
８８　『熊本大学職員録　平成４年度』（熊本大学庶務部庶務課、１９９２年）
８９　前掲『学制百二十年史』
９０　『昭和４１年度　教授会議事録　理学部庶務係』（熊本大学３０年史資料）
９１　『熊本大学学報』１９４号（１９６８年５月８日）
９２　『熊本大学学報』１９４号（１９６８年５月８日号）、２００号（１９６８年１１月１日）
９３　第４４９回評議会資料（１９８４年１２月２０日開催）、『熊本大学学報』３９０号（１９８５年１月１日）
９４　「大学教員等の発明に係る特許等の取扱について（昭和５２年６月１７日付け学術審議会答申）

―抄―」（http://www．mext．go．jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu８/toushin/０２１１０２e．htm）
９５　「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱について」
　　（http://www．mext．go．jp/b_menu/hakusho/nc/t１９７８０３２５００１/t１９７８０３２５００１．html）
９６　第３７４回評議会資料（１９７８年１０月２６日開催）及び『熊本大学学報』３１６号（１９７８年１１月１日）
９７　第５１７回評議会資料（１９９０年１０月２５日開催）
９８　前掲『学制百二十年史』
９９　『熊本大学学報』４６０号（１９９０年１１月）
１００　第４５５回評議会資料（１９８５年６月２７日開催）
１０１　第４６５回評議会資料（１９８６年５月２２日開催）
１０２　第４６７回評議会資料（１９８６年７月２４日開催）
１０３　第４７４回評議会資料（１９８７年１月２２日開催）及び第４７５回評議会資料（１９８７年２月２５日開催）
１０４　『熊本大学学報』４４４号（１９８９年６月２８日）、同４５３号（１９９０年４月）、同４６０号（１９９０年１１月）
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